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はじめに

本稿のテーマは、税務会計論のあるべき体系を導き出

すことである。稿を進めるにあたって、science（科学）

との関係にもある程度触れざるを得ない。しかし science

とは何であるのかということを真正面からとらえるもの

ではない。本稿のテーマの結論を導き出す為のプロセス

において、欠かすことのできない入口部分の検討である

から science の必要な部分にふれるのみである。また、

経済学、経営学、会計学及び税務会計論の関係について

の考え方も示さなければならないことは当然のことであ

るから、テーマに対する結論を導き出すプロセスの前段

部において、これらの関係についての考え方も必要に応

じてふれることにする。特に社会経済現象の一つとして

の会計を吟味して、会計学の役割と存在意義、領域、対

象を明示することが必要になると思われる。この部分に

ついては、きわめて概括的な説明とならざるを得ないが、

本質的なポイントを外さずに稿を進めることに努める。

これらを明示することによって、会計学の体系に属する

税務会計論の領域、対象、特質、役割を特定し、その体

系を導き出すことができるはずである。それは、オリジ

ナルなものであって、既存の税務会計論の体系に対する

一般的な学問的認識より広い範囲のものである。

税務会計と税法はどのように違うのか、税務会計では

なくて税法ではないのか。税務会計論ではなくて税務会

計ではないのか、税務会計及び税務会計論とは何なのか、

という税理士等の実務家、会計学者或は税法学者等の疑

義を見聞きすることがある。本稿は税務会計論にかかわ

りのある学問的全体像を示していくものである為、これ

らの疑義に対する一定の答えを示すことにもなろう。

本稿では、筆者の主張をなるべくシンプルに説明する

為に、可能な限り主張を項目ごとに要約して本文として

記載し、必要に応じて〔補足〕或いは〔参照〕を設け主

張を補うこととした。また、〔考察〕を設けて、主張に対

して考察されるべき、或いは特に考察した内容を記載す

ることとした。さらに、これら記載した内容の出典・出

所を示す為、或いは内容のさらなる充実を図る為に注を

付している。

本稿を進めるにあたって、「会計」、「会計実務」、「会計

学」、「企業会計」、「GAAP」、「税務会計」、「税務会計実

務」、「税務会計論」、それぞれの用語を以下のように定義

する。

また、以下の本文においては、本稿が論文であるとい

う性格上、敬称或いは敬語を用いていないことをはじめ

にお断りする。

１．問題提起：税務会計論のあるべき体
系はいかなるものか。

税務会計論の体系は、論者によってさまざまであるが、

一般的には、法人税法上の課税所得算定の為の体系1)と

されているようである〔補足〕。

１) 法人税法の計算を体系とした書物が大多数を占めるが、法人税法及び所得税法を体系とするものも散見される。これには、例え
ば小川洌,小澤康人編『税務会計の基礎』創成社（新訂二版）、2005(平成17)年がある。また、簿記論・財務諸表論・所得税法・
法人税法・相続税法・国税徴収法・固定資産税・事業税を含めて税務会計総合とする書物があると聞く｛『税務会計綜合講座 全

用語の定義

１．｢会計｣：社会経済現象の一つと認識する。また抽

象的な意味合いで使用する。また、これには簿記

を含んだ意味合いで使用する。

２．｢会計実務｣：｢会計｣に内包される２つの内の１つ

とする。

３．｢会計学｣：｢会計｣に内包される２つの内の１つと

する。また会計理論と同義とする。

４．｢企業会計｣：会社法及び商法の計算規定(｢会社計

算規則｣、｢商法施行規則｣)に従う会計の意味で使

用する。

５．｢GAAP(generally accepted accounting principles)｣ :

｢一般に認められた会計基準｣とする。

６．｢税務会計｣：社会経済現象の一つと認識する。ま

た抽象的な意味合いで使用する。

７．｢税務会計実務｣：｢税務会計｣に内包される２つの

内の１つとする。

８．｢税務会計論｣：｢税務会計｣に内包される２つの内

の１つとする。また税務会計理論と同義とする。
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〔補足〕「税務会計」或は「税務会計論」の定義を示す

ことなく、「税務会計」或は「税務会計論」の名称

を用いた文献がほとんどである。「税務会計」と

「税務会計論」との区別を明確にすることなく、同

義的に使用されているのが実状であろう2)。本稿

では、学問体系における税務会計論について述べ

る為、この問題提起の部分では「税務会計論」と

表記することにする。

しかし、社会科学としての経済学、経営学、会計学そ

して税務会計論との関係の中で、税務会計論の体系を法

人税法上の課税所得算定の為の体系とすることが、はた

して適当であるといえるのであろうか。適当ではないと

するならば、税務会計論のあるべき体系はいかなるもの

なのであろうか、ということが本稿の問題提起である。

２．Science（科学）と社会科学

本稿で提起した問題を紐解こうとする際、まず、science

（科学）と社会科学との関係を示し、社会科学と経済学、

経営学及び会計学との関係を明確にすることが必要とな

ると思われる。このような大きな命題に対し断定的な解

釈を示すことは慎重になされるべきであるが、税務会計

論とは何かを明示する、そして、あるべき税務会計論の

体系を導き出す為に必要な思考の前提となると思慮する。

（1）学問の前提としての「良心」の存在（想定）

人はこの世で生き日々活動している。人は日々個々の

想いの中で生活している。人の想念の世界で何がベース

となっているのであろうか。人は澄みきった秋空を見て

すがすがしくさわやかな気持ちになる。小径に咲く花を

見て美しいと思い、心を和らげる。人は心地よいものを

好む。このような想い、想念はどこから来るのであろう

か。生まれながらに持っているのであろうか。もしかし

て人のこのような想念は個々人多少の差異はあるにして

も、大多数の人々に共通するものがあるのであろう。人

は自然に胸に湧き出る好ましいものを志向する。好まし

いものは胸に手を当てれば、それが自ずとわかる。この

好ましいと感じる気持ちを、ここでは「良心」と定義づ

けよう。この「良心」の存在は、これから考察しようと

する社会現象を演出する人々の行動の根底にあり、社会

科学を考察しようとする研究者の思考の根底にあって、

そして実は、人々の思考や行動のすべてを包み込んでい

る全体と思われる〔補足〕。

〔補足〕もちろん日々の生活において、ここでの「良

心」以外の想念を人は抱くことがある。すなわち

醜い想念等である。しかしながら、本稿では「良

心」以外の想念に焦点を当てない。なぜなら現世

においては「良心」こそが崇高であると思われる

からである、すなわち、すべての人々に受入れら

れる想念が「良心」であって、これを発露とする

思考や行動は進化発展すると思われるからである。

社会科学の研究領域が人々の演じる社会現象であるが

ゆえに、その行動の一つ一つにそれぞれの「良心」に基

づく価値観があり、これが社会現象の行動を演ずる人々

の根底にあることは常に念頭に置くべきではなかろうか。

たとえば、現実には倒産する組織体が存在するにもかか

わらず、経営学はなぜ研究の対象を「継続的事業体」と

限定するのであろうか。会計学はなぜ考察の対象を「ゴ

ーイングコンサーン」と限定するのであろうか。これら

のことを説明している経営学の、会計学の文献をみたこ

とがない。現実の世界は不確実である。事業体の経営者

は「自己の事業は必ず継続し続けるのだ、経営破綻や倒

産は絶対にない。」と信じているであろうか。「下手をす

ればいつ破綻や倒産するかわからない。」と思っているの

が多くの事業体経営者の胸中であろう。実際に多くの事

七巻』（第一巻：簿記論/田島四郎著．簿記演習/大山政雄著、第二巻：財務諸表論/片岡義雄著．財務諸表演習/天野恭徳著、第三
巻：所得税法/志場喜徳郎著、第四巻：法人税法/坂野常和著、第五巻：相続税法/瀬戸山孝一著．国税徴収法/高田寿史著、第六
巻：固定資産税/萩原幸雄著．事業税/大村襄治、第七巻：税務会計綜合講座・別巻）、税務経理協会、1959(昭和34)年）。また、
近年においては法人税法・所得税法・消費税法・相続税法を含めて税務会計の体系とするものもある。これには、中島茂幸・櫻
田譲編著『ベーシック税務会計（初版）』創成社、2007(平成19)年、同編著『ベーシック税務会計〈個人課税編〉（初版）』創成
社、2011(平成23)年、同編著『ベーシック税務会計〈事業体課税編〉（初版）』創成社、2011(平成23)年がある。

２) このように明確に区別されることなく、いわば、あいまいに使われている用語には、例えば「法人税」と「法人税法」、「所得税」
と「所得税法」、「消費税」と「消費税法」等がある。
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業体が経営破綻や倒産をしているのが現実であるにもか

かわらず経営学は「継続的事業体」を考察の前提にして

いるし、会計学は「ゴーイングコンサーン」を考察の前

提としているのはなぜであろうか。それは、継続するこ

とによって、ゴーイングし続けることによって、望まし

い経済社会が生まれ、望ましい社会生活が営まれること

へとつながる為であると、意識するしないにかかわらず、

判断していると解せざるを得ない。すなわちそこには人

としての「良心」からの価値観が考察の前提にあるとし

か思われない3)〔考察〕。

〔考察〕漓翌期に事業を廃業することが予定されている

場合、滷事業再編で事業組織変更や事業内容が変

更される場合については「継続的事業体」といえ

るのであろうか。漓については翌期に事業を廃業

するまでは継続するという理由から。滷について

は事業再編で事業組織や事業内容を変更すること

によって、全体としての事業を継続させようとし

ている理由から「継続的事業体」といえるであろ

う。

〔考察〕会計学が「ゴーイングコンサーン」を考察の前

提とする理由は減価償却を行う為である、とす

る意見を聞く。しかし、この考え方は適当ではな

いであろう。すなわち継続的事業体が資産を取

得した場合、漓一期償却、滷利益が生じた場合

の随意償却、澆計画的規則的な償却、④廃棄法

（retirement method）による償却が考えられるが、

漓については継続することを前提に資産を取得す

るはずであるという理由から、滷澆については継

続を前提としているはずであるという理由から、

潺については少なくとも廃棄するまでは事業を継

続することを見込んでいるはずであるという理由

から、「ゴーイングコンサーン」を考察の前提とし

ていると云えるであろう。減価償却は澆に該当す

る。従って、減価償却を行う為に会計学では「ゴ

ーイングコンサーン」を考察の前提としている、

ことにはならないであろう。

継続して社会に役立つものであってほしいという人々

の「良心」からの願いが社会現象を演ずる人々、そして

社会現象を考察領域とする社会科学を研究する人々の根

底にあるように思えてならないのである。そして経営学

や会計学においても人の「良心」に基づく価値観が考察

の前提として存在しているように思えてならない。

この「良心」は人の意識を超えた神からのものである

と想定しよう。そして社会現象としての経済、経営、会

計、税務会計の判断や行為に、意識する、しないにかか

わらず厳然と存在している。すなわち好ましい経済、好

ましい経営、好ましい会計、好ましい税務会計を、人々

は好んでいる。そして、経済学、経営学、会計学、税務

会計論等の社会科学は人の「良心」に基づく価値観に従

って経済活動を考察し、経営活動を考察し、会計実務を

考察し、税務会計実務を考察している。そしてこれらの

納得できる説明を人々は求めているであろう。社会科学

が人々の行う社会現象をそれぞれの分野で研究領域とす

る限り、人の「良心」と価値観をそのベースとして念頭

において考察することは重要であると思われる。

ものごと、そして人の世にも歴史的順序があるように、

そして職位としての上位と下位があるように、学問にお

いても歴史的順序及び上位と下位があるだろう。例えば、

神が存在するから、人の「良心」に基づく価値観が存在

するのであろう。初めに人の「良心」に基づく価値観の

存在があって、その後、神が存在するということはある

まい。つまり神が上位で人の「良心」に基づく価値観が

下位である〔考察〕。

〔考察〕近代西洋型の大学の最初で1088年に設立され

たとされるイタリアのボローニャ大学において、

また12世紀前半が起源とされるパリ大学において

も神学部が草創期から設立され、神学は学問の中

心的存在と考えられていたようである。また、こ

んにちの日本の大学をみても、建学の精神に宗教

の宗派の理念を置いている大学も多数存在する。

このような大学においては神（或は神に近い存在）

を学問を行う際の最高位に位置付けているものと

３) 倒産する事業体の研究は、確かに一部の研究者によってなされていたようではあるが、それは倒産させることを目的として考察
しているのではなくて、倒産を予防する目的での研究であろう。これには、倒産とは直接的な関係があるとは云い切れないかも
しれないが、大矢知浩二の「上場廃止会社沿革」に関する一連の研究がある、と思われる。
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伺える。また、西洋に「哲学は神学のはしため」

ということわざがあると聞く。人如何に生きるべ

きかを考察する哲学は神を考察する神学の下にあ

るとするものであろう、当を得ていると思われる。

また、人の「良心」に基づく価値観があるから、政府

が成立する。政府というものがはじめにあって、人の

「良心」に基づく価値観が存在するということはあるま

い。つまり人の「良心」に基づく価値観が上位で政府が

下位である。また、政府があるから法律が成立する。法

律というものがはじめにあって政府が存在するというこ

とは成り立つまい。つまり政府が上位で法律が下位であ

る。また、政府があるから経済体制が成立する。経済体

制がはじめにあって政府が成立することはあるまい。つ

まり政府が上位で経済体制が下位である。また、経済社

会の体制があるから企業が存在し経営が成り立つのであ

って、はじめに企業が存在し経営があって経済体制が存

在するということはあるまい。企業が存続し得るのは、

経済体制が確立されているからであろう。つまり、経済

社会体制の基盤において経営が存在する。経済社会が上

位であって、経営が下位である。また、企業の経営があ

るから、経営の中に会計が成立する。会計というものが

はじめにあって、経営があるということは成り立つまい。

つまり経営が上位で会計が下位である。また、会計があ

るからその中に税務会計が成り立つわけで、税務会計が

はじめにあって会計というものが成立するわけではない

であろう。つまり会計が上位で税務会計が下位である。

観念の上位から説明すれば上記のようである。

このように考えてくると学問として分科している経済

学、経営学、会計学の位置づけは決して並列的なもので

はなく、包含する側と包含される側に区分されるべきも

のであると思われる。社会現象は可視的であって一つの

ものである。その可視的に一つのものを人為的に区分し、

細分化して細分化された枠の中でのみ考察するとした場

合、必ずしもあらゆる問題の答えは出ないであろう。す

べてを包括する全体と細分化された部分の関係を明らか

にして考察することを重視すべきであろう。このことは

西洋医学において分科された人体の部位のみを考察する

ことに似ている。部位の考察は重要であるが、人体全体

としての関連を常に念頭に置きながら考察することが重

要で人体全体の問題解決に繋がることになるであろう。

筆者は社会科学の学問の考察に際しても同様であるべき

と思う。すなわち、政治学、法学、経済学、会計学及び

税務会計論の考察はそれらの枠の中だけの考察のみで全

ての問題を解決できるのではなく、全体の学問体系を認

識し、分科された部分を考察すると同時に常に全体の関

連を意識すべきと考える。なぜなら社会現象の実際は、

分科された学問分野が統合された、可視的事象そのもの

しかないからである。

以上のような学問体系の想定を示せば図表２－１のよ

うになる。

また、観念の下位から説明すれば次のようになる。す

なわち、税務会計の問題は会計にその答えを求めれば解

明できることがあるであろう。会計の問題は経営にその

答えを求めれば解決できることがあるであろう。経営の

問題は経済にその答えを求めれば解決できることがある

であろう。経済の問題は法にその答えを求めれば解決で

きることがあるであろう。法の問題は政治にその答えを

求めれば解決できることがあるであろう。政治の問題は

人の「良心」からの価値観を見定めることが出来れば答

えを得ることが出来るであろう。

学問は一つの事象を細分化し、考察の領域を限定し、

その中で理論立てしようとするものであるが、あらかじ

め存在すると思われる整除された全体的な想定にもとづ

いて個々の問題を紐解こうとする思考は有益であると思

われる。またこのように学問の全体像を想定し順序立て

て考察することによって税務会計論とは何かを導き出す

ことが可能になると思われる。すなわち、学問に対する

一つの確信的な意味合いを持つ全体観念を念頭に堅持し

ながら考察することが本稿の問題提起を紐解くカギにな

ると思慮する〔補足〕。

〔補足〕一般に学問を論じる際、その基礎であって、前

提とされるものとして、はじめに学問の領域の確

定及びその体系を示し得ることとされている。仮

に学問体系の全体像を意識せずに、その学問のみ

単独で領域を確定し、その中で、合理的に、論理

的に考察すれば、解決できる問題があるかもしれ

ない。しかしより多くの問題解決の為には、経済

社会の中での存在である経済が経営にいかなる影

響を与えるのか、経営が会計にいかなる影響を与

えるのか、会計が税務会計にいかなる影響を与え
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るのか、といった相互の関連を意識した思考が重

要と思われる。

会計学研究の方法論は従来、経済学的アプローチ、法

律学的アプローチ、組織論的アプローチ等がなされてき

た4)。しかしながら会計学を他の隣接諸科学と並立的に

とらえてのアプローチでは、会計学の一面は捉えられて

も会計学の経済社会的な役割と存在意義は捉えきれない

ように思う。社会科学においては有機的組織体としての

社会の中で、それぞれ生成されてきたものであり、それ

ぞれの分野の現象は他の分野の現象と密接に、有機的に

結びついたものであって、従って、社会科学の一つの分

野の考察も他の分野の考察と密接に、有機的に結びつい

たものと捉えるべきであろう。個々の学問が孤立して存

在し、自己完結しうるものではないであろう。ならば、

個々の学問を包む全体の学問体系を観念することが、学

問の社会的有用性（その役割と存在意義）を見出す為に

は必要なこととなるのではないだろうか〔考察〕。

〔考察〕社会現象としての継続的事業体の会計担当者が

行う事象をどのように説明するのであろうか。関

係する学問は切り口の違いに他ならない。税法の

切り口で説明するのか。経済の切り口で説明する

のか、経営の切り口で説明するのか、会計の切り

（筆者作成）

図表２－１　学問体系の想定

４) 青柳文司「第三章 会計学の中心概念」黒澤清編『会計学基礎理論（第１版）』中央経済社、1980(昭和55)年、124ページ。
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口で説明するのかということであろう。すなわち、

税法（学）、経済（学）、経営（学）、会計（学）から

の説明が可能である。しかしながら、これらを並

立的にとらえる思考では、可視的社会現象の本質

をとらえきることはできないと思慮する。

学問として考察しその有用性はどこにあるのかを見定

める時、それは現在及び将来の「人」に役立つものであ

るはずである。そこに学問の存在意義を見い出だそうと

するスタンスにおいて、学問全体の位置づけはとても重

要なものであるのではなかろうか〔考察〕。

〔考察〕思考に際しての普遍性、論理性、整合性等の追

究は確かに重要であるが、そのことよりも社会的

有用性を重視することが、社会科学が採るべきス

タンスであるはずである。

本稿での考察におけるプロセスの入り口で、このよう

な学問体系を考察の前提として見据えておくことは重要

なことであると思われるのである。

社会科学は人々の演ずる社会現象を考察領域とする。

社会科学としての経営学、会計学、税務会計論は社会現

象としての経営、会計、税務会計を考察領域とする。こ

のような社会現象（経営、会計、税務会計）と社会科学

（経営学、会計学、税務会計論）の関係を示せば図表２－

２のようになる。

（2）社会科学の存在意義（想定）

science（科学）への捉え方は、社会現象の変遷に従っ

て、歴史的に変遷しているようである5)が、scienceは法

則性を追究するものである、として稿を進めていくこと

とする〔考察〕。

（筆者作成）

図表２－２　社会現象（経営、会計、税務会計）と社会科
学（経営学、会計学、税務会計論）の関係

５)「科学」社会科学辞典編集委員会編『新版 社会科学辞典（新版第１刷）』新日本出版社、1978(昭和53)年、26～27ページ及び「科
学」社会科学辞典編集委員会編『新編 社会科学辞典（新編第４刷）』新日本出版社、1989(平成元)年、41ページ参照。
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〔考察〕社会科学辞典によれば、科学は「…物事の客観

的法則性をあきらかにし、一群の基本法則をもと

に理論体系を作る」6)ものとされている。

scienceは大きく自然科学と社会科学に区分されよう。

自然科学は「自然界に生ずる諸現象を取り扱い、その法

則性を明らかにする」7)ものとされる〔考察〕。

〔考察〕かの会計学者、佐藤孝一は、「自然科学（Natur-

wissenschaft）は、客観的科学とも称せられ、研究

対象が自然現象であるから、天文学者が…観察・

実験・分析・比較・連結・総合など行い、研究対

象についての説明を提示するが、しかし、それぞ

れの分野における法則を発見し、これを公示した

後においても天体は依然として軌道を運行し…」8)

として、自然科学の研究対象が自然現象であって、

法則を発見し、公示するものであることを述べて

いる。

一方、社会科学とは人を取巻く環境の中で、人が社会

的存在として行動する事象について実証法的方法によっ

て考察するものであろう〔考察〕。

〔考察〕社会科学は「社会現象を対象として実証法的方

法によって研究する」9)ものとされるものとされる。

また、佐藤孝一は、「社会科学（Gesellschaft-

wissenshaft）においては、研究対象が…社会現象

であるから…社会科学における法則なるものは、

歴史上のある特定の時点または特定期間における

人間の行為・行動の単なる説明にすぎないもので

あり、その結果、新しい法則が新しい行為・行動

を説明するのに必要とされる」10)として、社会科学

における法則といっても、それは人間の行為・行

動の単なる説明にすぎないものとしている。

しかし、社会科学での実証法的方法によって、ある程

度の傾向性は見出しうるとしても、絶対的な法則性を見

出すことができると云い切れるのであろうか。例えば、

経済学においてエコノミストは株価の法則性を見出し、

株価予測を的中させているのであろうか。的中させてい

ないとすれば、エコノミストは何の為に株価予測の考察

を行うのであろうか。社会現象に法則性が存在すること

を見出し切れないとすれば、社会科学の存在意義は何な

のであろうか。自然科学の多くの学問分野においては、

閉鎖された領域（クローズドシステム）内を考察するも

のであるから法則性を見出しうることに対し、社会科学

は開かれた領域（オープンドシステム）についての考察

である。その時代時代の人々の社会に対する認識、政治

への関心、経済との関わりが、社会科学の土壌としてあ

ろう。時代によって社会経済への希望、期待、将来に対

する思いは変化していく。そしてとくに多様に変化する

人間の心理を包含しているものであるから、研究対象に

法則性を見出すことが困難であるようにも思える。法則

性を見出すことができないとすれば社会科学はscience

であるといえるのであろうか〔補足〕〔考察〕。

〔補足〕自然科学と社会科学とは異質なものであるとい

う印象が一般的にはあるが、社会科学とは何かと

いうことに関しては、未だ明確とはなっていない

ようである11)。

〔考察〕ジョージ・オリバー・メイ（George Oliver

May）は、「会計は science（科学）ではない、そ

れは art（技術）である。しかし、それは広範な

有用な art（技術）である。」12)としている。

また、黒澤清は、「企業会計の事実は自然科学的

な事実とは本質的に異なり…それは人間の作った

関係（man-made-relationship）にすぎない…自

然科学のようにこれを静的な事実としてとらえる

６)「科学」社会科学辞典編集委員会編、同上辞典（新版第１刷）、26ページ。
７) 新村出編「しぜん・かがく【自然科学】」『広辞苑第六版』岩波書店、2008(平成20)年、1,233̃1,234ページ。
８) 佐藤孝一『博士・修士・卒業論文の書き方（21版）』同文舘、1987(昭和62)年、21ページ。
９) 新村出編「しゃかい・かがく【社会科学】」、前掲『広辞苑第六版』、1,294ページ。
10) 佐藤孝一、前掲書、２ページ。
11) 富塚義一『会計認識論─社会科学からのアプローチ（初版）』中央経済社、1997(平成９)年、35ページ以下。
12) George Oliver May, Financial Accounting — A Distillation of Experience —, New York: The Macmillan Company, 1957, p. 1、及び
黒澤清『近代会計の理論（５版）』白桃書房、1963(昭和38)年、37ページ参照。
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ことはできない」13)としている。

かつてわが国における会計学の権威者であった太田哲

三は、減価償却の考察に長年に亘り取り組んだ。その考

察結果として、減価償却の本質は会計学（理論）にはな

くて、経営財務計算（経営財務論）にあるとしたのであ

った。すなわち会計学上のコストアロケーション又は費

用配分論の考え方では減価償却は説明できないどころか、

会計理論での減価償却計算の結果は、ほとんど全てとい

ってよいほど当該資産の現実の姿とはかけ離れたもので

ある。減価償却を会計学上の理論で説明すればするほど

現実の姿とは乖離することになるとし、会計上の減価償

却の合理性を批判して、減価償却は「財政的な操作」で

あるとした14)。

社会科学の研究者達は、実証法的方法によって法則性

を見出そうとしても、なお社会現象の法則性を追究しき

れていないようにみえる。ならば社会科学の存在意義は

何なのであろうか。

本稿で考察の対象としている社会現象とは継続的事業

体において会計係が実務を行う可視的現象そのものであ

る。その現象をどう説明しどのように将来役立てるのか

というところに社会科学としての考察意義が見出される

のではなかろうか。この意味で社会科学は、法則性を追

求しようとする自然科学とは明確に異なるものといえる。

しかし、社会科学として社会に役立ってきた意味合いは

厳然として存在していると思われるのである。その意味

合いは何にあるのであろうか。

社会科学における経済学・経営学・会計学の学問分野

は、社会現象をまず説明することをしてきたのではなか

ろうか〔補足〕。

〔補足〕近年飛躍的に進展している情報（IT：Infor-

mation Technology）の分野においての教育内容

は、一見人が作った機械の操作を学習しているこ

とに終始しているようにみえる。もちろん情報機

器の物理的研究あってのことであるが情報機器の

物理的考察のみが情報分野の領域ではないだろう。

リテラシーとしての情報機器の操作は社会現象で

あって、社会現象を考察領域とする社会科学とし

て認識されるはずである。ここにおいて情報教育

は情報機器の取扱の説明を行うことが基礎となり、

また重要なこととなる。また同様の説明が語学の

教科においてもなされ得よう。

〔補足〕社会科学が考察対象とする社会現象は、時の経

過とともに常に変化するものであるから、研究者

にとっては、その学問分野の歴史的変遷をどれだ

け体験的に知覚してきたかが重要なこととなる。

すなわち考察に際しての知識の蓄積が重要となる。

つまり社会科学の考察に必要な知識の蓄積の為に

はどれだけ長い時間をかけて社会現象を体験的に

知覚してきたか、また研究にかける時間の多さが

必要となるのではなかろうか15)。自然科学の研究

成果は自然現象を体験的に知覚してきたか、また

研究にかける時間の多さとは、直接的には結びつ

かないであろう。自然科学の考察において、比較

的短期に自然法則が見いだされことは往々にある

のではなかろうか。この意味においても、社会科

学は自然科学とは異なるものではなかろうか。

「良心」に基づく発想や行動を広く一般大衆に説明し、

納得を得ることは、人の演じる社会生活の為の社会活動

において最も重要なことである。ゆえに、社会科学にお

ける学問は人々が行う社会現象を考察するものであるか

ら、考察の結果は、当然のことながら社会現象を行う

人々に説明し、納得されることを目的としなければなら

ない。この説明、納得は人が行う経済経営活動において

最も重要なことのはずである。

社会現象を考察領域とする社会科学は、「良心」に基づ

いて行動する人々への説明と納得を得る為に存在し、こ

13) 黒澤清、同上書、35ページ。
14) 太田哲三「減価償却の合理性批判」日本會計学会編『會計』森山書店、第60巻２号、1951(昭和26)年（この論文は、日本會計学
会第10回大会での公開講演の要旨である）、及び太田哲三『固定資産會計（初版）』中央経済社、1951(昭和26)年、272～274ページ。

15) 筆者が30歳代の時、ある「会計学」科目担当の先生から、言葉は適切であるとは思えないが、「40（歳代）、50（歳代）は鼻たれ小
僧」と聞いたことがある。これは少なくとも会計学研究においては長年の勉強の蓄積が必要であることを意味していると思われ
るが、うなずけるものがあるのではなかろうか。
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こに社会科学の存在意義があるのではなかろうか。

（3）社会科学としての経済学から経営学、そして会計学

への分化

歴史を見れば、周知のごとく、経済学から経営学へ分

化した。そして経営学から会計学へと分化した。このこ

とについて上田貞次郎16)、山本安次郎17)及び太田哲三18)の

書き残した文献を手掛かりに、簡素にまとめれば以下の

ようであろう。すなわち、諸国の立法に影響を与えたド

イツの旧商法（いわゆるドイツ一般商法）は1861年に成

立した。ドイツにおいて、この時期（19世紀末）「商学」

が起こり、「商学」は「私経済学」へと名称を変化させて

いった〔補足〕。

〔補足〕「商学」は、こんにちにおいては、わが国では

「経営学」の体系に含められている19)。

一方、ドイツには「国民経済学」があり、「国民経済

学」から個別私企業の経済を考察する領域は「経営経済

学」へと分化した20)。「経営経済学」は「経営学」とな

り、ドイツにおける「経営学会」の創設は1924（大正13）

年であった。「経営経済学」の中でも「計算的思惟」を専

門とする分野は「会計学」へと分化した。ドイツにおけ

る「会計学」の考察は、その歴史的経緯から、商事経営

を研究する学者たちによって商事貸借対照表論を中心に

考察が進められてきた。

わが国においては、ドイツにおけるこのような学問の

流れの影響を受けた。ドイツの商・経営に関する考察を

わが国に初めて紹介したのは上田貞次郎であった。そし

て日本経営学会が創設されたのが、ドイツに「経営学会」

が創設された２年後の1926（昭和２）年であった。

2012（平成24）年８月31日に報告された日本学術会議の

「大学教育の分野別質保証の為の教育課程編成上の参照基

準　経営学分野」（大学教育の分野別質保証推進委員会

経営学分野の参照基準検討委員会）によれば、経営学は

社会現象としての「経営」を考察の領域とし、経営とは

経営活動であるとしている。そして経営学の対象は、「継

続的事業体」21)であるとしている。

一方、アメリカにおける「経営学」は、ドイツの「経

営学」とは幾分異なり、実務的な色合いが濃いものであ

った。アメリカにおける「経営学会」の創設は1934（昭

和９）年であった。また、アメリカにおける「会計学」の

研究はドイツとは幾分色合いが異なるもので、それは、

Hatfield, Paton, Stevenson達によって新たな展開が示さ

れた。現在においてはアメリカの「会計学」が世界の

「会計学」の主流となっているといっても過言ではないで

あろう。

また、イギリスにおける「会計学」の初期においては、

会計士が職業的な立場で著書を著し、そこでは多く実務

解釈が示された。すなわち、イギリスにおいては会計士

会計学の観点より「会計学」は考察されてきた。

わが国においては、1917（大正６）年に日本會計學會が

設立され、会計学は独立した一科として研究される方向

へと進んでいった22)。その後、わが国における会計の歴

史についての総括的なとりまとめは多くの会計学者によ

ってなされてきた23)。

16) 上田貞次郎『經營經學總論（初版）』東洋出版社、1937(昭和12)年、「序」及び24～44ページ。
17) 山本安次郎「（記念講演）経営学五○年の伝統に立って」日本経営学会編『日本経営学五十周年記念特集経営学の回顧と展望〔経
営学論集第四十七集〕』千倉書房、1977(昭和52)年。

18) 太田哲三『會計學綱要』巖松堂書店、1922（大正11)年、１～14ページ。
19) 2012(平成24)年８月31日に報告された日本学術会議の「大学教育の分野別質保証の為の教育課程編成上の参照基準 経営学分野」
（大学教育の分野別質保証推進委員会 経営学分野の参照基準検討委員会）によれば、経営学の体系の中に商学を含めている（４
ページ）。経営学分野の参照基準検討委員会のメンバーは以下の通り。すなわち、藤永弘（委員長）、奥林康司（副委員長）、沼上
幹、西尾チヅル、平松一夫、吉田文、吉原正彦、池尾恭一、鈴木久敏、能勢豊一、崎山直樹。

20) 水原 「メレロヴィッチ」神戸大学経営学部編『経営学大辞典 第２版』中央経済社、1999(平成11)年、891ページ参照。
21) 2012(平成24)年８月31日に報告された日本学術会議の同上報告書によれば、…「哂．経営学とは、営利・非営利のあらゆる「継
続的事業体」の組織活動の企画・運営の関する科学的知識の体系である」としている。

22) 太田哲三、前掲『會計學綱要』、９～10ページ参照。
23) 会計学の歴史的変遷については以下の文献を参考にした。すなわち、木村和三郎『科学としての会計学（上）（初版１刷）』有斐
閣、1972(昭和47)年、太田哲三・飯野利夫『会計学（第３刷）』千倉書房、1977(昭和52)年；（初版は1943(昭和18)年発行）、中野
常男「序章「会計」の起源とわが国における会計史研究の展開と課題」千葉準一・中野常男責任編集『体系 現代会計学［第８巻］
会計と会計学の歴史（第１版第１刷）』中央経済社、2012(平成24)年。
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３．社会科学としての会計学

（1）社会科学としての会計学の役割と存在意義

1）簿記から会計学成立への概観

簿記は、帳簿記入の中２文字を採ったものとされる。

また、Book-keepingの発音に倣ったものともされる。い

ずれにしても、簿記の本来的な役割は事業当事者の必要

の為にある〔補足〕。

〔考察〕事業の開始に当たり、先行して資金が必要であ

ることが一般的である。投入した資金の額がいく

らであって、運用の結果どのような財産に形を変

えているのかということを管理する為に財産関係

の記帳が必要となる。また期待する見返り（売上）

に先立って支出した費用が記録される。これには

費用がどのような性質を持ち見返りに役立つもの

なのかの確認と、その結果いくらの見返りが生じ

ているのかということも当然記録される。つまり

いくら儲けたのかの記録がなされる。また取引に

よって生じた債務の記録も必要である。これらの

ことは事業上のことであって、事業者自身の必要

性から当然記録されるものである。すなわち会計

帳簿の必要性は本来的に当事者の必要の為にある

といえる。

目的別に必要とされる会計帳簿を示せば次のよ

うである。すなわち、

財産管理の為の帳簿：現金出納帳・預金通帳・受

取手形記入帳・固定資産台帳・得意先帳（売

掛帳）等

債務管理の為の帳簿：買掛帳・借入帳・未払帳等

投入した資金の記録の為の帳簿：元入金（資本金）

帳

見返りを得る為に支出する記録帳：仕入帳・経費

帳等

獲得した見返りを記録する帳簿：売上帳等

継続的事業体の目的、組織等に応じて事業体の簿記シ

ステムは構築され、継続的事業体の特性に見合った形で

の記帳処理が行われることになる。

明治初期において、わが国では、イギリス、アメリカ

の簿記書が輸入され、簿記への考察が進められた、わが

国における簿記書の刊行は、1873（明治６）年のことであ

った。すなわち、アレキサンダー・アラン・シャンドの

講義を翻訳した大蔵省編『銀行簿記精法』の出版及び福

沢諭吉がアメリカの Bryant&Stratton の著した商業簿

記の一部（単式簿記の部分）を翻訳して『帳会之法』と

して出版したことがわが国における簿記書出版の端緒で

あった24)。その後、次第に会計の書がアメリカ・イギリ

ス・ドイツより輸入された。アメリカにおいて、簿記は

会計の初歩の位置づけとされ、簿記が会計の一部に含ま

れている。今日わが国においても簿記は会計の初歩とし

て会計学に含まれている。それは、会計現象は、簿記と

会計が一体のものである為であるといえよう〔考察〕。

〔考察〕リトルトン（A. C. Littleton）は、「会計理論と

会計実務は不可分の関係にあるものであるから、

両者とも独自に存在することはできない。実務を

完全に理解する為には理論の理解をも必要とする。

また、会計理論の有機的構造を理解する為には会

計職能として存在する全体的なもの、およびその関

連分野についてのあるもの
．．．．

を知る必要がある。」25)

とした。

会計学上の簿記は理論的整合性が存在するという理由

で当然のことのように複式簿記とされ、教育においても

これを扱ってきた。しかし、こんにちにおいても複式簿

記が全ての継続的事業体において実践されているもので

はないという現実を見るとき26)、会計学上の簿記は実務

に対して強制力を発揮するものではないし、強制力を発

揮することを目的としているものではないように思える。

24) その後、明治年間に簿記に関する書を刊行したり、簿記に関する意見を表明した人物には、勝村營之助、久保益良、下野直太郎、
大原信久、加藤吉松、佐野善作、大谷登喜雄、田代仙太郎、吉田良三等の人物がいる（饌沖典之『法人税における減価償却費の
史的研究』泉文堂、2005(平成17)年、「引用・参考文献一覧（年代順）」、165～169ページ参照）。

25) A. C. Littleton, Structure of Accounting Theory, American Accounting Association Monograph No.5 (AAA, 1953), p. 1、及び大塚敏郎
訳（A. Cリトルトン著）『会計理論の構造（初版第１刷）』東洋経済新報社、1955(昭和30年）、３ページ。

26) 饌沖典之・新野正晶・谷崎太・鶴見正史「わが国における税務会計支援体制上の簿記実務─簿記教育上の視点から─」日本簿記
学会「日本簿記学会年報」第23号、2008(平成20)年７月、70～82ページ参照。
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日本語の「会計学」は英語の Accounting を訳したも

のとされる。この Accounting を「会計学」と訳すか

「計理学」と訳すかについて、かつて激しい対立があった

とされる〔補足〕。

〔補足〕1915（大正４）年頃から日本会計学会設立の1917

（大正６）年にかけて、東京商科大学教授の鹿野清

次郎は Accounting を「計理学」と訳すことを主

張したのに対して、明治大学講師の中村茂男は

「会計学」と訳すことを主張し、「国民経済雑誌」

誌上で激しい論争が展開され、結局 Accounting

は「会計学」と訳する意見が多数に及びこんにち

に至ったとされる27)。

Accountingはaccount に ing を加えたものである。す

なわち accountするという意味である。この accountに

は、必ずしも計数を用いての計算書や勘定といった意味

に限られるものではなく、「説明」という意味（account

for）も含まれる〔補足〕〔考察〕。

〔補足〕管理会計論の意思決定論では計数を用いない語

句での説明が多く含まれている。また、財務会計

における損益計算書や貸借対照表等の財務諸表へ

の注記も必ずしも計数を用いるものではなく、語

句による説明も多くなされる。また近年環境会計

が会計学分野において考察されているが、この環

境会計の中身は継続的事業体が発信する、多く文

章での説明による、環境報告書といえるであろう。

〔考察〕かつてドイツにおいて経営経済学から会計学が

分科したのは、私経済を計数を用いて表現する分

野が特徴づけられて会計学へと分科されたとされ

るが、イギリス・アメリカの会計学が主流となっ

ている現代の会計学においては、かならずしも計

数を用いるとは限らず、文章による「説明」も

Accountingの内容となっている。

〔考察〕八田進二は、「会計は Accountingの翻訳語で、

報告・説明すること・責任を負うことと訳出され

る“accounting for～”に語源がある。単に計算

合わせの学問ではなく、関係当事者に説明責任を

遂行することに会計の原点がある」28)と説明したと

される。

簿記を中心とする会計実務を論理立てして会計学へと

成立させる行程は長い時間がかかった。会計学の成立に

至る考察は、実務で行われている簿記或は会計士が行っ

ていた実務に基づいてこれを理論立てして抽象化し、

個々の取引や表示を示すことを試みた歴史であったよう

である29)。時代時代における会計実務に理論づけを試み

学問としての在り方を模索して会計を学として成立させ

る為に会計上のルールを追求してきた経緯がある。会計

学は考え方、手法を概念としてとらえ、これを論理づけ

して説明することを試みてきた学問であるといえよう。

従って、会計学は個々の取引への考察はなされるが、具

体的な個別取引に必ずしも厳格なルールを当てはめよう

とはしていない。たとえば消耗品か資産かの、具体的な

判断基準（金額等）を定めるものではないし、減価償却

の具体的な個別適用を定めるものではない。

会計学は継続的事業体の経営活動を説明する為の原則

及び基準といったルールを定めるものであるといえよう。

ルールは広く一般に認められなければならない。そして、

このルールは様々な組織体への適用を可能とする為に、

比較的緩やかな範囲で定められるものといえるであろう。

すなわち経営者によって作成される財務諸表作成の為の

処理は、そのすべてが画一的に定められたものではなく、

継続適用を条件として複数の処理の選択適用が認められ

るものである。

また、会計学が定めるルールによって、継続的事業体

の会計係（accountant）はなすべき処理のルールを得る

ことになる。

経営者によって作成される財務諸表は、記録と慣習と

判断の総合的表現であって、主観的・恣意的性格を有す

るものであるとされる。また、継続的事業体の経営者を

取巻く様々な要因によって、経営の真実が必ずしも表現

されないことがある〔補足〕。

27) 黒澤清『日本会計制度発展史（初版）』経済詳報社、1990(平成２)年、155̃162ページ。
28) (記事）「日本ディスクロ研究会福島で第７回大会開催」「経営財務」No.3114、税務研究会、2013(平成25)年５月20日、５ページ。
29) 太田哲三・飯野利夫『会計学（第３刷）』千倉書房、1977(昭和52)年、１～２ページ参照。
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〔補足〕「企業会計原則」の「一般原則」に、「真実性の

原則」があるが、これは財務諸表が真実でなけれ

ばならないことを述べている。企業の経営者が常

に「良心」に従って真実な財務諸表を作成するも

のならば、ことさら真実性の原則を置く必要はな

いことになる。ことさら「真実性の原則」を定め

ているのは、事業体の経営者に都合の良い、恣意

的な意図で、或は誤謬によって、真実でない財務

諸表が作成される社会現象がある為であろう。

2）会計ルールへの帰納法的アプローチと演繹法的アプ

ローチ

会計のルール作りに際して、帰納法的アプローチがな

されてきた。これは実務で行われている会計処理の中か

ら一般に認められるものを抽出してそれらをルールとす

るものである30)。また演繹法的アプローチがなされてき

た。これはあらかじめ抽象化したルールを会計の規範と

して実務に適用させようとするものである〔補足〕。

〔補足〕例えば、国際会計基準委員会財団（International

Accounting Standards Committee Foundation：

IASC Foundation）の国際会計基準審議会

（International Accounting Standards Board：

IASB）によって作成される国際財務報告基準

（International Financial Reporting Standards：

IFRSs）の設定と、各国によるその受入が演繹法

的会計基準の設定と、その受入であるといえよう。

いずれのアプローチも会計実務の為に、そしてステー

クホルダーの為に会計を抽象化してルール作りを行おう

とするものであるといえよう。

3）一般に公正妥当と認められる会計

個々の継続的事業体が独自の判断で、独自の会計処理

を行い、その経営活動を示す計算書等の報告書（説明書）

を作成するとすれば、継続的事業体を取巻くステークホ

ルダーにとって、それは適当であることにはならない。

そこで、社会現象としての会計実務を考察領域とする

会計学においては、継続的事業体が行う際に、拠るべき

会計に関する規範なりルール作りをすることが必要とな

ることになる。すなわち、会計学には、会計基準等の会

計に関するルールが作りが求められることになる。これ

にはわが国においては「企業会計原則」、「企業会計基

準」、「中小企業の会計に関する指針」、「中小企業の会計

に関する基本要領（中小企業会計要領）31)」等がある。

4）社会科学としての会計学の役割と存在意義

一般に、経済上の取引において当事者双方の納得が取

引の前提となる。相手側の納得が得られれば、片方の主

張は通るのである。会計の世界においても継続的事業体

の会計上の主張（アサーション）が会計学上認められる

ものであって、取巻くステークホルダーに理解され納得

されることが重要なこととなる。

問題は、会計学（理論）上の説明に、その受け手であ

るステークホルダーが納得するか否かということである。

この納得ということがまさしく重要である。現代社会、

経済社会において求められることは、当事者の行為が他

者に説明され、納得されるということである〔参考〕。

〔参考〕加藤盛弘は、「会計の本質は…それは公表によ

る説得にある。」32)としている。

会計学は、継続的事業体が行う取引を認識するところ

から始まる。すなわち簿記（会計学）上の資産、負債、

資本（純資産）を増加させたり減少させる経営事象を、

そして資本（純資産）の増減の発生形態としての費用及

び収益の発生または消滅する事象を簿記（会計学）上の

取引と認識するところから始まる、そして、これを会計

帳簿に記録し、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフ

ロー計算書等で報告することによって、継続的事業体の

30) 例えば、「企業会計原則・同注解 企業会計原則の設定について」の「二 １」では、「企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣
習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制され
ないでも、すべての企業がその会計処理を処理するに当たって従わなければならない基準である。」としている。

31)「中小企業経営力強化支援法」（2012(平成24)年８月30日施行）
32) 加藤盛弘「第１章 アメリカ会計理論の変遷」、宮上一男編『会計学講座第１巻 近代会計学の発展Ⅰ』世界書院、1976(昭和51)
年、２ページ。
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経営活動を、継続的事業体の外部及び内部のステークホ

ルダーに説明するものであるといえよう。すなわち継続

的事業体の経営活動を認識・測定し、報告によってステ

ークホルダーに説明することが会計学の役割であるとい

えるであろう。その為に会計学は原則や基準等 GAAPと

いわれるルールを定めるものといえよう。ここに会計学

の特徴があるといえよう。すなわち、社会現象としての

可視的会計現象を説明することが会計学の役割であろう。

社会現象としての会計実務を説明することは、理論的研

究を行う研究者、そして実務を指導する立場にある公認

会計士或いは税理士等の実務家の役割であろう。研究者

には教育という重要な任務がある、この教育の為に会計

実務の説明が必要となる。実務家には実務担当者へ会計

実務の説明が求められる〔補足〕。

〔補足〕実務でよくある話であるが、資産を購入してた

だちに支払を済ませた事業経営者に対し会計上、

どのような説明をするのか。事業経営者は資金の

観点から当然その期の費用に計上すべきと、普通

一般的な感覚として思うものである。しかし、そ

の期の会計では減価償却を行い、その計算結果、

支出した額の一部しか費用として認められていな

い。認められなかった支出は費用ではなく資産と

して計上されており、従って資産計上された額は

利益を構成している。そしてこれに課税されてい

る。決算の結果納税の為の追加資金が出てゆくこ

とになる。経営者は何故かと説明を求めるであろ

う。会計を指導する立場にある公認会計士や税理

士は何と答えるのであろうか。「減価償却はこんな

ものです。」と答えるのであろうか？ 或は「現代

における会計理論は基本的に動態論に基づく費用

配分論であって、この関係からコストアロケート

しています。その前提はゴーイングコンサーンに

あります。」等と説明したとして、「ゴーイングコ

ンサーンの希望は持ち続けているが、過去におい

てもこんにちにおいても、立派な会社が突然経営

危機になったり倒産したりする。当社もちょっと

したつまづきでいつ何時経営破綻するかわからな

いのが実情だ。ゴーイングコンサーンの考え方は

現実を無視したものではないか。だから支出した

金額を早く費用にしてくれ。」との経営者の主張に

会計を指導する立場の者はどのように答えるので

あろうか。

継続的事業体の経営活動を他者にどのように説明して

いくのかという点が大切である。そして、その説明がな

るべく多くの関係者に理解され、納得され、社会共通の

ルールとなることが重要なことである。

このように会計実務の専門家が会計事務処理を説明す

る為の理論を模索する会計学は、経済社会ひいては一般

社会に対し継続的事業体の経営活動を説明する為に可能

な限り合理的で論理的な説明をする為の考察を行うもの

といえよう。

そして納得を得る為には会計学上のルールが社会一般

に認められることが重要である。例えば、ゴーイングコ

ンサーンの考え方、動態論に基づく費用配分論の思考に

起因する減価償却の考え方が、社会一般的に認められる

ものであることが重要である〔補足〕。

〔補足〕減価償却に関する、先に述べた太田哲三の研究

結果でいうなら、償却の結果が現実の資産の状態

とほとんど異なっても全く問題はないのである。

「継続的事業体は繁栄して継続していくという、

「良心」からの事業体の明るい将来を期待して、そ

の存続を前提とする。そして先行投資された資産

の生み出す価値は、その資産が稼働する限り継続

するものである。継続する限り、当初望んでいた

見返り、すなわち収益を、その資産の存続期間中

生み出す。生み出された結果の要因として先行投

資した資産の存続する期間を想定して割り振って

いく」と会計学（理論）が説明し、この考え方が、

広く一般経済社会の人々に投げかけ、この考えに

賛同する多くの人々の支持を得たなら、減価償却

の考え方は人々の共通の継続的事業体活動を測定

するルールとして社会的に成り立つものであるし、

このような思考で現在社会で成り立っているとい

えるのではなかろうか。

ゴーイングコンサーンを前提として、動態論にもとづ

き適正な期間損益計算の為には適当であるとされている

発生主義、これに基づく固定資産の減価償却、費用、収

益の見越し、繰延べの処理にしても適正な期間損益計算



37

税務会計論のあるべき体系

という命題を具体化し、継続的事業体を取巻くステーク

ホルダーへの説明の為のツールとして認められているの

であって、そのツールの内容が会計の専門家において共

通認識され、その結果、社会一般の継続的事業体を測る

ツールとして認知され評価されるに至ることが重要のも

のとなる。この点にこそ会計学の社会的な役割があり、

そこに会計学の存在意義があるといえるのではなかろう

か〔考察〕。

〔考察〕黒澤清は、「会計行為（accounting actions

behaviors）は、会計に関するルール、すなわち会

計公準および会計原則によって支配された社会行

動である。ルールに支配された社会行動として、

資本および利潤計算の体系すなわち会計的秩序を

理解することによってのみ、企業の物的秩序と、

企業体制を基礎とした全体社会が、ゴウイング・

コンサーンとして存続する意味とを解釈すること

が可能となるのである。このような意味理解の方

法の導入を通じて、会計学は社会科学となること

ができるであろう。」33)としている。

〔考察〕加藤盛弘は、「理論的整合性＝合理性が会計の

目的ではない。財務諸表の「信頼性」を獲得し、

その信頼性を基礎にして説得するところに目的が

ある。理論性はあくまでもその信頼性をうる為に

「合意」をうる手だてであって、理論性自体に自己

目的があるわけではない。」34)としている。

〔考察〕会計学に対する懐疑的な意見

会計学は現実の経済社会における会計事象を本当

に解決しているのかという疑念を抱く人達がいる。

社会的有用性の為というよりも研究の為の研究に

なってはいないかという疑念である35)。或は会計

学研究は継続的事業体が引き起こす粉飾の類の事

件や問題を解決することに繋がっていないのでは

ないかという疑念である36)。つまり、継続的事業

体の経営活動を会計学のフィルターに通しても、

ステークホルダーの期待を裏切るとき、会計学は

その役割を果たしていないと社会的に映るという

疑念であると理解できる。会計学は継続的事業体

の経営活動の真実を映し出すべく努める。しかし

会計学のルールに従って継続的事業体の経営活動

の真実を映し出すべく財務諸表を作成する責任は

経営者にあって、会計学の役割とは別の次元の責

任である。このことに関して例を挙げるならば、

会計監査論において期待のギャップと二重責任の

原則というのがある。すなわち期待のギャップと

は、監査人の監査と社会の人々が監査人に期待す

る監査の役割との溝または乖離のことをいう。こ

れに対して二重責任の原則とは、経営者に財務諸

表の作成責任があること、そして、会計監査人に

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

る責任があることをいう37)。つまり投資者の監査

人に対する疑念は、GAAPを通しての監査結果が

適正であるとしても当該事業体の経営が悪化し経

営破綻や倒産等が生じる場合がある。適正意見を

表明した監査人に経営破綻や倒産の責任があるの

33) 黒澤清「第１章 会計学の方法論的基礎」、黒澤清編集『会計の基礎概念（初版）』中央経済社、1968(昭和43)年及び『同（九版）』、
1973(昭和48)年、４～５ページ。

34) 加藤盛弘「第２章 メイ会計理論」、宮上一男編、前掲書、69ページ。
35) 例えば（記事）芙蓉「ハーフタイム会計学研究は役に立つか」「経営財務」No.3083、税務研究会、2012(平成24)年10月１日、46

ページには「…いまの社会がかかえている大きな問題を解決しようとするものでなく、…タコつぼ型専門家を脱するには、会計
専門分野に閉じこもるのではなく、隣接分野に目を向けることがどうしても必要になる。」として、1912(平成24)年８月30日から
９月１日にかけて一橋大学で開催された日本会計研究学会での統一論題「会計学研究は、企業や経済社会が直面する課題にいか
に貢献できるか」での諸発表に対して否定的な意見を述べている。ただ、統一論題のテーマそのものが、本来的な会計学の役割
と社会的存在意義を踏まえた上で設定されたのかという疑念がある。或は会計学の役割と存在意義を踏まえて、アンチテーゼ的
にテーマを定めたものではないのかと伺える。

36) 山口利昭『法の世界から見た「会計監査」─弁護士と会計士のわかり合えないミゾを考える─（初版）』同文舘、2013(平成25)
年、３ページ。

37) 蟹江章「第１章 公認会計士監査の基礎概念」森田良久、蟹江章、友杉芳正、長吉眞一、山浦久司編『スタンダードテキスト 監
査論〈第２版第６刷〉』中央経済社、2001(平成23)年、18～20ページ及び、長吉眞一「第６章 監査基準」、同上書、177ページ参照。
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ではないかとの疑念である。このような疑念に対

し監査論では、継続的事業体が財務者表を作成す

る際、監査人は経営者と友好な関係を作り、監査

人と経営者は協力して財務諸表を作成することが

良質な財務諸表の作成と効果的な会計監査を行う

ことが好ましとされる。すなわち、経営者の作成

する財務諸表作成の責任は経営者にあって、経営

者の判断が多分に織り込まれて作成されることを

許容している GAAPに則って作成される財務諸表

作成の責任は経営者にあって、会計学にない。継

続的事業体が行う経営事象の本質は事象を行う人

間の行動の内にある。さらに会計学（理論）に基

づいて一般に公正妥当と認められる財務諸表を作

成するのか否かの判断は経営者にある。監査人の

責任は、一般に公正妥当と認められた監査の基準

（GAAS：generally accepted auditing standards）

に照らして適正か否かの意見表明をすることにつ

いてのみ責任を負うものである、とするのである。

さらに、ヨリ少ない犠牲（コスト）でヨリ多くの

成果（利益）を追求することが継続的事業体経営

の本質とするなら、また経営理念を追求し、ヨリ

多くの利益を求めないことを継続的事業体経営の

本質とする場合においても、会計学は、ここでの

継続的事業体経営の本質を追求するものではない。

会計学は継続的事業体経営者の経営活動を認識・

測定して説明することが役割であり、継続的事業

体の経営目的の手段として活用されるとしても、

経営目的そのものを達成するものではない。会計

学の中に継続的事業体の経営目的の本質を見出そ

うとしても、それは無理と云わざるを得ないであ

ろう。

会計に関する規範やルールは、法律がこれらを認め、

法として成立することによって社会的に強制力を持つも

のとなる〔補足〕。

〔補足〕継続的事業体の会計に関して法律で規定するも

のには、「商法」、「会社法」、「会社計算書類規則」、

「金融商品取引法」、「法人税法」、「法人税法施行

令」、「法人税法施行規則」、「所得税法」、「所得税

法施行令」、「所得税法施行規則」、「消費税法」、

「消費税法施行令」、「消費税法施行規則」等がある。

法律の立場からすれば、会計に関する規範やルールを

尊重する必要があると考えられる。すなわち、法治国家

においては法が支配している現実があるが、会計に関す

る規範やルールを可能な限り尊重して立法することが望

ましい。このことは国家的及び国際的な見地での、経済

資源の有効活用という点においても是認されることにな

る。なぜなら、会計実務で行われている会計に関する規

範やルールに従った会計処理とは異なる会計処理を法律

が規定すれば、コストと手間の面で継続的事業体の経済

資源を損なうことになるからである。すなわち法律が会

計に関する規範やルールを認める理由は、人的経済資源

の有効活用という点にあると思われる。

商法は会計のことを「一般に公正妥当と認められる会

計の慣行」38)とみているようである。また、会社法は会計

のことを「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」39)

とみているようである。また、金融商品取引法は会計の

ことを「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」40)

とみているようである。共通することは、「一般に公正妥

当と認められる会計」ということである。

この「一般に公正妥当と認められる会計」をわが国の

経済法は会計学に求めていると理解することができるの

ではなかろうか、そして、「一般に公正妥当と認められる

会計」とは何か、を明示する役割が会計学にあると理解

できるのではなかろうか41)。

そして、法律が会計学の考え方に基づいて規定するこ

とによって、経営活動を説明する会計が法の支配下に置

かれる。これによって、それぞれの法の目的が達成され

る一助となり、結果として国としての経済社会秩序が保

38)「商法」第十九条 第一項。
39)「会社計算書類規則」第三条。
40) 金融商品取引法の細則である、「財務諸表等規則（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則）」の第一条。
41) 武田隆二「一般に公正妥当と認められる会計の慣行（商法）」、神戸大学会計学研究室編『第六版会計学辞典』同文舘、2007(平成
19)年、28ページ、武田隆二「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行（会社法）」、同上辞典、29̃30ページ、武田隆二「一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準（金融商品取引法）」、同上辞典、30ページ参照。
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たれることになろう。ここに会計学の経済社会的な役割

を見出すことができるといえるのではなかろうか。

（2）会計学の領域とその変化

1）会計学の領域

経営学の考察領域が社会現象としての経営事象である

ならば、経営学に内包される位置づけにある会計学の考

察領域は、社会現象としての会計事象、すなわち会計実

務となるであろう〔補足〕。

〔補足〕会計学の領域を確定することの意味合いは、こ

れが明確になってはじめて会計学の体系の中の税

務会計論の考察領域を明示することが可能となる

ところにある。そして税務会計論の考察領域が確

定された時、その体系を示すことが出来るであろ

う。

2）会計学の領域の変化

会計実務が変化する要因には外的要因と内的要因があ

ると考えられる。外的要因には環境の変化と法律の要因

があると考えられる。環境の変化の要因には自然環境、

政治環境及び経済環境があると考えられる〔考察〕。

〔考察〕現在わが国において IFRSs のコンバージェン

スそしてアドプションということについて会計上

大きな話題となっているが、IFRSsの概念フレー

ムワークは未だ確定されていない42)。にもかかわ

らず、受け入れるか否かの論議があるのは、継続的

事業体の置かれている経済的、政治的環境の要因

が優先されていることに他ならないからであろう。

法律の要因には法律の創設と改正があると考えられる。

内的要因には事業体目的の変更、組織変更、事業体廃止

の要因があると考えられる。これら、会計実務が変化す

ると考えられる要因を示せば図表３－１のようになる。

会計実務が変化すると考えられるこれらの要因は継続

的事業体の経営活動に与える変化の要因からでもあると

考えられる。継続的事業体は常に変化している社会の中

の融合体の一部である。従って、継続的事業体を取巻く

要因の変化に対応して会計実務は変化し、そこでの会計

のルールも変化するものになる〔補足〕〔考察〕。

〔補足〕例えば、いわゆる動態論に基づき損益計算書を

中心に考え取得原価主義を採用することをよしと

するのか、いわゆる静態論に基づき貸借対照表を

中心に考え時価主義を採用することをよしとする

のか、という議論は、継続的事業体の置かれてい

る経済社会の要請から損益計算書（フロー）を重

視したり貸借対照表（ストック）を重視したりし

ているに過ぎないといえよう。結局一組の財務諸

表をどちらの面から見るのかということに他なら

ない。経済社会の要請の変化によって、損益計算

書重視すなわち、いわゆる動態論重視、貸借対照

表重視すなわち、いわゆる静態論重視は変化する

ものであろう。

〔考察〕リトルトン（A. C. Littleton）は、「会計は外部

環境との関係において、相関的であり進化的であ

る。会計上のテーマを産みだすところのもろもろ

の事象はたえず変化しつつある。…会計は時代の

必要に応じて時代の環境のうちに芽を発したので

あった。そして、時代の環境に適応して生長し発

展をとげてきた。それが時の流れとともに変遷し

ていった事情は時代時代の諸力の中に説明を求め

ることができる。かくして、会計はまさしく進歩

的であり相関的であるのである。それは与えられ

たる動機によって産まれ、与えられたる運命に向

かって歩んでいく。」43)としている。

42)（記事）「IASB 新理事・鶯地隆継氏に聴く IFAS の将来と日本が抱える課題 第３回 IFAS の将来」「経営財務」No.3025、税務
研究会、2011年７月25日、42～46ページ中、45ページに、鶯地隆継氏は個人の考えとして、「中断している概念フレームワークの
論議を早急に再開してその完成を目指すことが重要だ」としながらも、「概念フレームワークが完成しないと基準作りをしてはい
けないといったことは現実には不可能であり、概念フレームワーク作成と、基準作りは車の両輪のように両方のバランスを取っ
て進めていかなければなりません。」と述べている。概念フレームワークを構築することは望ましいが、これが構築できないと領
域が構築できないと考えることは現実的ではないように思える。

43) A. C. Littleton, Accounting Evolution to 1900, (New York: American Institute Publishing Co., 1933)、pp. 361～362．及び、同訳書：
片野一郎『リトルトン会計発達史学（増補版）』同文舘、1978(昭和53)年、490～491ページ。
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会計学のルールとルールを変化させる要因を会計学を

中心にして示せば図表３－２のようになる。

会計は、現実的には法律の枠の中でなされる行為であ

るから、商法、会社法、金融商品取引法、税法等の改正

や創設によって影響を受ける。商法、会社法の財産表示

という視点からの貸借対照表を重視すると考えられるス

タンスの影響を受ける。また法人税法及び所得税法の、

損益計算を規定44)しながら影の現金主義ともいわれる純

財産増加説の財産増加の実質を見る45)スタンスの影響を

受ける。それらの考え方も GAAPという枠組みの中に入

れてはいるのが会計学のスタンスであろう。

（3）会計学の対象

経営学の考察対象が継続的事業体である為、継続的事

業体の経営活動を説明（account for）する役割を持つ会

計学の考察対象もやはり継続的事業体であるとするのが

合理的であろう〔補足〕〔考察〕。

〔補足〕かつて会計学の考察対象はエンティティー

（entity；実体）としてとらえるのが一般的であっ

44) 法人税法第二十二条第一項では、所得金額は益金から損金を控除して所得金額を求める旨定めている。
45) 法人税法上の税務調査においては現金実査が行われる。

（筆者作成）

図表３－２　会計学のルールとルールを
変更させる要因

（筆者作成）

図表３－１　会計実務が変化すると考えられる要因
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た。その後一般的に企業とされてきた。しかし先

に挙げた日本学術会議の大学教育の分野別質保証

推進委員会 経営学分野の参照基準検討委員会が

2012（平成24）年８月31日に報告した「大学教育の

分野別質保証の為の教育課程編成上の参照基準経

営学分野」の経営学の定義では経営学の対象を

「継続的事業体」としていることに鑑みて、会計学

の対象も「継続的事業体」とすることが適当であ

ると思われるし、エンティティーや企業よりも継

続的事業体として広い範囲の組織体を考察領域と

することは、現状をよく云い表しているように思

える。すなわち、現代においては企業を含む様々

な継続的組織体が社会現象として活動している為、

会計現象を考察対象とする会計学の対象も「継続

的事業体」であるとすることが適当であろう。

〔考察〕興津裕康は「会計学とりわけ財務会計論」の

「貸借対照表の認識対象は会計の実務である」46)と

した。また、青柳文司は、「会計学の研究対象は会

計であり、会計の表現対象は経済活動である。」47)

としているが、この視点は会計を中心にして経済

活動を観ているものと思われる。本稿での視点と

は逆であろう。

（4）取巻く環境に対応する会計

1）会計主体論

内外の要因に対応して経営はなされ、経営活動を説明

する会計は変化する。よって経営の主体は内外の要因に

対応して変化するものであって、経営の主体が変化する

ことによって、経営の主体の為の会計が行われることに

なると理解することができる。このことは継続的事業体

の内外の要因の変化を受けて経営学は変化し、これらに

対応すべく会計学（会計理論）も変化することを意味す

る。そして、会計の主体が明確にされることによって、

現実の会計担当者が本当の会計主体ではなくて、その背

後にある実質の主体者の為の会計が行われていることを

明らかにすることができる。

会計の主体が何かということについて、かつて資本主

理論（proprietary theory）、ペイトンの提唱した企業主

体理論（entity theory）、スジャーネン（Suojanen）の

主張した企業体理論（enterprise theory）等が発展段階

的に論じられてきた。現代社会においては、多く企業体

理論における代理人説（agency theory）の考え方、すな

わち企業体を資本主その他のステークホルダーから独立

した実体とみて会計を実施することを前提とする考え方

が妥当とされる。この考え方は、資本主理論と変わりな

いとされる。すなわち、実質的には企業体と資本主を一

体とみて会計は資本主による資本主の為になされるとみ

る考え方と変わりないとされる48)。

しかしながら、このように会計主体を明らかにしよう

とする試みは、学問的には会計学のなすべきことではな

くて本来経営学がなすべきことであろう。順序としては

経営の主体が特定されて、その主体に見合った会計処理

がなされるはずである。本来経営上の認識に対して逆に

会計の立場からアプローチをしたもので、従って会計学

において会計主体論を論じることは、本来経営上のそし

て経営学で考察されるべき経営主体を一般的に想定して

考察したものであるといえよう。すなわち、会計主体に

ついて会計学の立場から論じることは、一般的な事業体

を念頭に置いて、会計理論の可能性を模索するものとい

えよう。現実は個別具体的な目的や特性を持つ事業体が

特定されて、その形態に応じて会計の基準や処理が定め

られることになる。すなわち、継続的事業体の経営活動

の内容に応じて会計は変化する。つまりその経営活動を、

より適正に表現する為の会計のルール作りが会計学で行

われることになろう〔補足〕。

〔補足〕事業形態に応じて、建設業会計、学校法人会

計、病院会計、社会福祉法人会計等がある。

46) 興津裕康『貸借対照表論の展開─ドイツにおける貸借対照表論の系譜（初版）』森山書店、1978 (昭和53)年、序文１ページ。
47) 青柳文司「第三章 会計学の中心概念」、黒澤清総編集、山桝忠怒責任編集『会計学基礎理論』中央経済社、1980(昭和55)年、121

ページ。
48) 青柳文司『現代会計学（初版）』同文舘、1974(昭和49)年、68～72ページ参照。また中村忠「資本主理論（proprietary theory）」

編集代表安藤英義他『会計学大辞典第五版（第１刷）』中央経済社、2007(平成19)年、673ページ、中村忠「企業主体理論（entity
theory）」同上辞典、287ページ及び中村忠「企業体理論（enterprise theory）」同上辞典、288ページ参照。
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2）国際的な会計基準の受入

イギリスに本部のある、民間の国際会計基準委員会財

団（International Accounting Standards Committee

Foundation：IASC Foundation）の国際会計基準審議会

（International Accounting Standards Board：IASB）に

よって作成される国際財務報告基準（International

Financial Reporting Standards：IFRSs）は、国境を越

えて資金調達を行う継続的事業体の経営活動にマッチさ

せ、資金調達を促進することに資する為の模索であると

いえよう。しかしながら、国際的に共通の会計基準を受

け入れるか否かの判断は、会計理論上の判断ではなく、

それぞれの国の経済的環境に対応して、それぞれの国に

おいて政治的に判断されるものである。すなわち、国際

財務報告基準のような、いわゆる演繹法的な会計基準の

設定は、経済的環境を斟酌しての政治的判断であるとい

えよう。

3）中小企業の会計基準への模索

継続的事業体の経営実体、特性が異なる場合、会計の

ありようも当然異なるものとなる。取巻くステークホル

ダーが異なる場合、当然それぞれの継続的事業体に求め

られる会計のありようも異なるものとなる。いわゆる中

小企業への会計のルールがわが国で近年模索されている

が、このことは当然である。国境を越えて資金調達を行

う継続的事業体にマッチする国際財務報告基準の適用が

検討される継続的事業体の規模は、わが国においては

様々な点で比較的大きく、ステークホルダーの質や数は

それなりのものがある。これに対して、いわゆる中小企

業の会計のルールを必要とする継続的事業体の規模は、

様々な点で比較的小さく、ステークホルダーの質や数も

それなりのものがあって、国際財務報告基準の適用が検

討される継続的事業体への会計基準とは異なるものとな

ることは当然である。社会現象としての経済事象を演ず

る継続的事業体の経営内容や属性が異なれば、それぞれ

の継続的事業体の経営活動を説明する会計ルールの中身

（基準）も変化することは当然であろう。

４．社会科学としての税務会計論

（1）わが国の会計学の体系における税務会計論

1）会計学の応用分野としての税務会計論

わが国において「税務会計」の名称を冠する書物が初

めて発刊されたのは、1931（昭和６）年に日本会計学会が

「会計学叢書」の一つとして編纂し、森山書店から出版し

た片岡政一の『税務会計』とされる。この書物の名称は、

黒澤清がつけたものとされる49)。そしてわが国の大学の

商学部においてはじめて「税務会計論」科目が開講され

たのは1958（昭和33）年に中央大学商学部においてであっ

て、担当者は富岡幸雄教授であったとされる50)。またわ

が国の経営学部においてはじめて「税務会計論」科目を

開講したのは1960（昭和35）年に神戸大学経営学部におい

てであって、担当者は武田隆二であったとされる51)。従

ってわが国において「税務会計」の名称を冠した書物の

歴史は82年に至り、大学で「税務会計論」の講義が行わ

れてから55年が経過したようである。現在において「税

務会計」の名称は一般に広く定着したとみえるし、大学

における社会科学分野の経営学系列の教科としても「税

務会計論」は一般に定着してきたといえるであろう。

現在の経営学分野における会計学の教科体系は、「簿記

論（初級簿記・商業簿記）」、「簿記論（中級・上級簿

記）・（工業簿記）」、「原価計算論」、「会計情報論（コンピ

ュータ会計）」、「財務会計論」、「管理会計論」、「国際会計

論」、「財務諸表分析」、「会計監査論」、「税務会計論」と

分類されるのが一般的であろう〔考察〕。

〔考察〕岡部孝好は「一般には、簿記論、財務諸表論、

税務会計論、国際会計論、会計監査論、原価計算

論、情報会計論、財務諸表分析論（経営分析論）、

49) 長谷川忠一『近代税務会計論（改訂版）』ダイヤモンド社、1968(昭和43)年、23ページ、黒澤清「序文」４ページ、及び富岡幸雄
『税務損益論 会社税務損益計算（初版）』白桃書房、1955(昭和30)年、：ここで「序文」を記した黒澤清は「昭和７、８年頃」と
記しているが、これは、片岡政一の『税務会計』が1931(昭和６)年に出版されていることからして、「昭和６年以前」が正しいよ
うに思える。

50) 富岡幸雄『税務会計学原理（初版）』中央大学出版部、2003(平成15)年、「あとがき」、1,800ページ。
51) 武田隆二『法人税法精説』森山書店、1982(昭和57)年、「序」、１ページ。この教科の最初の担当者は渡邊進であり、武田隆二が

これを引継いだとの所見を聞くが、定かではない。
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環境会計論等が会計学の学問領域に含まれると考

えられている」52)としている。

また、この分類は大学での教科体系と一致するもので

あろう。現在のわが国の経営学部等の学士課程における

会計学の教科体系を示せば、図表４－１のようであろう。

この表の配置は、会計学の基礎から応用に至る教科内

容を学年順に教授していくことを示している。すなわち、

基礎科目としての簿記論を１年次に置き、より高度な領

域を３・４年次に向けて教授していくものである。基礎

からの学習を積み上げて行き、基礎科目の理解の上に、

より高度な学習がなされる。ここで、「税務会計論」を理

解する為には、「簿記論」・「原価計算論」・「財務会計論」

科目の理解が最低限必要である。ゆえに「税務会計論」

は「会計監査論」、「財務諸表分析」等と同様に、専門科

目としての会計学の応用科目であるといえよう53)。

2）外部報告会計（財務会計論）の一分科としての税務

会計論

継続的事業体を取巻く外部のステークホルダーを示せ

ば図表４－２のようになる。

この図は財務会計論で扱う会計を示したものでもある

といえるし、外部情報提供会計の実際を示したものでも

あるともいえよう。また、継続的事業体を取巻く外部の

ステークホルダーへ発信する会計情報を示したものであ

52) 岡部孝好「会計学」、神戸大学会計学研究室編『第六版会計学辞典』同文舘、 2007(平成19)年、88ページ。
53) 饌沖典之「わが国大学学士課程における、あるべき「税務会計論」科目の教科内容に関する考察」、日本企業経営学会『企業経営
研究』第14号、2011(平成23)年５月、１～２ページ参照。

図表４－１ わが国の経営学部等の学士課程における会計学の教科体系

年次 教　科　目　名
１ ｢簿記論（初級簿記)・(商業簿記)｣

２
｢簿記論（中級・上級簿記)・(工業簿記)｣・｢原価計算論｣・
｢会計情報論（コンピュータ会計)｣・｢財務会計論｣・｢管理会計論｣

３・４ ｢国際会計論｣・｢財務諸表分析｣・｢会計監査論｣・｢税務会計論｣

(出典:饌沖典之「わが国大学学士課程における、あるべき「税務会計論」科目
の教科内容に関する考察｣、日本企業経営学会『企業経営研究』第14号、2011
(平成23)年５月、２ページ、図表１)

（筆者作成）

図表４－２　継続的事業体を取巻く外部のステークホルダー
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るともいえよう。ここで継続的事業体から国及び地方公

共団体へ税務申告する部分が税務会計論の考察領域の一

つとなる。国及び地方公共団体へ税務申告する事象は社

会現象であって、ここで国及び地方公共団体への報告会

計と捉えることができよう〔考察〕。

〔考察〕国税庁の国税審議会の見解によれば、「税務会

計については、…企業会計（一般的に公正妥当と

認められる会計処理の基準）の一分野（企業会計

原則に対する法人税法上の別段の定め＝損金経

理、益金不算入額等の税務調整）ととらえられて

いる…」54)としている。

次に、継続的事業体と国及び地方公共団体との課税関

係をヨリ詳しく示せば図表４－３のようになろう。

税務会計論の内、申告納税制度が採用されている税目

については、取巻くステークホルダーの一つとしての国

及び地方公共団体へ継続的事業体が主体的に発信するも

のであるから、外部報告会計であり、財務会計論の一部

であって、情報提供会計の一つである。このことは、この

図において継続的事業体から国及び地方公共団体へ向け

ての矢印で示される。これは一般に税務申告といわれる。

税務会計論には、国及び地方公共団体から賦課される

賦課課税の税目も含まれることになる。このことは、賦

課される税目（賦課課税）は国及び地方公共団体から継

続的事業体へ向けての矢印で示される。

（2）税務会計論の領域

会計学の一分科としての税務会計論の考察領域は、会

計学の考察領域と同様であるととらえることが合理的で

あろう。すなわち、会計学は社会現象としての会計実務

を考察領域とするものであるから、会計学の体系に属す

る税務会計論の考察領域は社会現象としての税務会計実

務であるととらえるべきであろう〔考察〕。

〔考察〕税務会計論の考察領域は論者によってさまざま

であるが、主要と思われる論者の主張する領域は、

法人所得課税についてであり、法人税法上の適正

な課税所得金額算定に関するものとされている理

解が一般的であろう。また、わが国の大学学士課

程教育における「税務会計」又は「税務会計論」

科目の教科内容を、市販された、或は大学でのテ

キストとして使用されていると思われる書物の面

からみれば、法人税法の計算を説明するものが大

部を占めている55)。しかしながら、税務会計論の

考察領域は社会現象としての税務会計実務である

とすることが適当であるから、法人税法上の適正

な課税所得金額算定に関するものは税務会計論の

考察領域の一部として認識されよう。

〔考察〕従来、税務会計の考察領域が法人税法上の適正

な課税所得の算定にあるとされてきた理由は、次

のような歴史的な事情があったものと推測される。

すなわち大日本帝国憲法のもとでの国民の納税意

識が第２次世界大戦後大きく転換した。戦後来日

したコロンビア大学の現役教授であったシャウプ

博士の勧告によってわが国の税制は大きく方向転

換したのであった。すなわちシャウプ勧告による

自主申告制度、租税教育の必要性への勧告であっ

た56)。一方わが国の経済立て直しの為にアメリカ（筆者作成）

図表４－３　継続的事業体と国及び地
方公共団体との課税関係

54)「税理士法の「学位による試験科目免除」制度のＱ＆Ａ　問29「税務会計」は会計学に属する科目か税法に属する科目か。」国税
庁のホームページ：http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/05.htm#a-27（平成25年５月７日現在）より。

55) 饌沖典之、前掲稿、１ページ。
56) Ｊ・マーク・ライヤー＝中里実「戦後日本における租税法の成立と発展―金子租税法学を中心に」金子宏編『租税法の発展
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流の資本主義経済体制の確立が企てられて証券市

場の整備が必要とされ、証券取引法が制定された

のが1958（昭和23）年であった。その為の会計ルー

ルとしてわが国の企業会計原則が、アメリカの会

計学者の表した「SHM 会計原則」を模範として

にわかに制定された57)。1956（昭和31）年の経済白

書に「もはや「戦後」ではない。」58)と記されたよ

うに高度経済成長の足音が高まる中で企業（株式

会社）の成長とともに膨らむ企業利益に対し如何

に課税すべきか、ということが国家としての重要

課題の１つとなった。ここで企業利益と課税所得

との関係がクローズアップされることになったの

である。すなわち企業利益（当期利益）を算定す

るに際しての規範となる企業会計原則と企業利益

（当期利益）に基づいて法人税法上の所得金額を算

定する仕組み（いわゆる確定決算主義）を採用し

ている法人税法との調整がクローズアップされる

ことになったのである。1965（昭和40）年の法人税

法の全面改正を契機として、企業会計と法人課税

との関係において特に法人税法第22条の規定が注

目を集めたのである。そして企業会計、法人課税

及び商法との調整が行われた59)。

戦後の新憲法のもとでの、資本主義経済体制（アメリ

カ型資本主義経済体制）への本格的な移行によって、ま

た昭和30年代から40年代の高度経済成長の中で、利益が

膨らんでいく大会社への所得課税の論議が必然的に重要

性を増していった。1965（昭和40）年度一般会計歳入予算

36,581億円に占める法人税の割合は、約28パーセントを

占めた。所得税の占める、同割合は約27パーセントであ

って、法人税・所得税を合わせると約55パーセントを占

めている60)。所得課税中心の時代であった。昭和30年代

から40年代の時代は、大企業の利益の拡大、それへの課

税が国家として重要な意味合いを持つようになった時代

であるといえる。この時代、会計学研究においては、法

人税の課税標準である課税所得の考察に焦点が当てられ

るようになったと思われるのである。税務会計の考察領

域が法人税法上の課税所得にあてられてきた理由は、昭

和30年代から40年代のわが国の高度経済成長期にかけて

の政治、経済の動きに大きく起因しているのではないだ

ろうか。またその当時会計学における税務会計への関心

が急速に高まった時代でもあったといえよう。番場嘉一

郎は、1961（昭和36）年の著書『税務会計』で次のように

述べている。すなわち、「企業会計は三つの面をもってい

る。公表財務諸表会計（財務会計）と管理会計と税務会

計とである」61)。税務会計がその当時、会計学の中で重視

されてきたものとみえる。

すなわち、換言すれば、現行憲法のもとでの経済体制

の整備、発展を反映する形で、税務会計の考察領域が法

人税法における適正な課税所得の算定の為のものとなり、

こんにちに至っているのではなかろうか62)〔考察〕。

〔考察〕かつて法人税の「所得の金額の計算に関する明

細書（簡易様式）；別表四（以下では「別表四」と

する）をその記載形式からして税務損益計算書と

し、「利益積立金額及び資本積立金額の計算に関す

る明細書；別表五（一）及び（二）（以下では「別

表五」とする）」をその記載形式からして税務貸借

Development of Tax Law in Japan（初版第１印刷）』有斐閣、2010(平成22)年、55̃70ページ参照。シャウプ博士がわが国の民主主
義的な税制に多大な貢献したことについては、高橋志朗『わが国税務会計の発達とシャウプ勧告（初版）』同文舘、2011(平成23)
年参照。

57)「SHM会計原則」、すなわちサンダース、ハットフィールド、ムーアの表明した会計原則である。Sanders, Hatfield and Moore, A

Statement of Accounting Principles, 1938：中村忠「会計学」、森田哲彌・岡本清・中村忠編集代表『会計学大辞典（第四版）』中央
経済社、1996(平成８)年、94～95ページ参照。

58)「第１部総説、五 結語」経済企画庁編『昭和31年度 経済白書―日本経済の自立と近代化―』至誠堂、1956(昭和31年）、42ページ。
59) 大蔵省企業会計審議会が1960(昭和35)年及び1962(昭和37)年に中間報告した「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続
意見書」。

60) 前川憲一編『図解 日本の財政 昭和40年度版』東洋経済新報社、1965(昭和40)年23ページの図1.4及び図1.5に基づいて割合を算出
した。

61) 番場嘉一郎編著『税務会計（初版）』日本経済新聞社、1961(昭和36)年、「序」１ページ。
62) その後、1989(平成元)年に税務会計研究学会が設立されてこんにちに至っているが、この学会の中心的研究テーマは、法人税に

おける適正な課税所得金額算定についてであると伺える。
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対照表とする考え方があった。これに対し、法人

税の課税所得への考察のみをもって税務会計とす

る考え方に立ったうえで、会計学には報告、すな

わち損益計算書及び貸借対照表といった報告書を

作成するが、税務会計には報告書がないから、例

えば税務損益計算書や税務貸借対照表の作成はし

ないから、会計学とは云えず税務計算であるとす

る主張があったとされる。しかし、この主張は税

務申告を報告ではないとする点で、本稿でみる税

務会計論の領域での見解とは異なるものである。

税務署長へ税務申告を行う社会現象を税務署長へ

の報告とみることは、課税当局の立場ではなくて、

主体的な納税者である継続的事業体の税務会計現

象が税務会計論の考察領域であるとする立場の視

点からすれば、当然となろう。

また、税務会計論の領域を法人税法上の課税所

得への考察とする見解に対し、それは税務計算に

すぎないのではなかろうか、という見解があると

聞く。すなわち、それは法人税法の規定に従う税

務計算にすぎないとするのである。しかしながら、

現行法人税法の規定では「申告書；別表一（一）

から一（三）（以下では「別表一」とする）」、「別

表四」及び「別表五」の申告を定めている63)。税

務会計論は社会現象としての税務会計実務を考察

領域とすべきものであるはずである。法人税にお

いては申告書を税務署長に提出する。「別表四」を

その記載形式からして税務損益計算書と理解し、

「別表五」をその記載形式からして税務貸借対照表

とみなして、これらを納税主体としての法人事業

体として報告すると見て取ることは、社会現象と

しての税務会計実務を考察領域とする税務会計論

の視点からして、十分な合理性があるといえよう。

主体的な納税者の立場としての継続的事業体の行

う事象を税務会計論の考察領域とすることは、社

会的有用性の観点（国民主権の観点）からのメリ

ットは大きいといえるであろう。仮に、税務会計

論は、じつは税務会計であって、会計学では扱わ

ない、そして税務会計担当者が作成する法人税申

告書に係る一連の書類作成については税法学で扱

う領域であるとした場合、直接的には税法は課税

権者サイドの意向を反映したものと解せられる64)

から、主体的な納税者である継続的事業体の会計

サイドの立場である税務会計論からの視点による

考察ではない、ことになって、社会的有用性のデ

メリットは大きいことになる。

なお、ここでの「申告」という語は、現代にお

いてはなじまない語であろう。わが国憲法は国民

主権の立場であって、「申」の持つ字義からして再

考が必要であると思われる。税務署長へ税務「申

告」するという社会現象を、税務署長へ税務「報

告」すると理解することは、わが国憲法が国民主

権を唱えている趣旨に鑑みれば、合理的であると

思われる。

所得税法の確定申告における決算書において、税務当

局が簿記上の損益計算書及び貸借対照表とは若干異なっ

てはいるが、損益計算書及び貸借対照表（資産負債調）

をあらかじめ作成し個人事業者に配布し、税務署長に申

告することを求めている。これらの所得税法上の損益計

算書及び貸借対照表（資産負債調）を税務署長に申告す

る事象を、個人の継続的事業体にとっての外部報告会計

（財務会計）の一つと捉え、税務会計論の領域とすること

は十分な合理性があるであろう。

税務会計実務を考察領域とする税務会計論にあって、

消費税税務会計を税務会計論の体系に含めることは当然

である。消費税法の会計処理を継続的事業体の税務会計

係の立場で説明する学問分野は税務会計論しかないこと

は尊重されるべきである〔補足〕〔考察〕。

63) 法人税法第七十四条では「申告書を提出しなければならない」、とし、申告書には「法人税法施行規則第三十四条で定める書類を
添付しなければならない」としている。法人税法施行規則第三十四条２項では、「確定申告書の記載事項及びこれに添付すべき書
類の記載事項」は、ただし書きを除いて、別表の書式によらなければならない、としている。すなわち別表「一」、「四」、「五」
の書式で申告しなければならない旨を規定している。

64) 国民或は地域住民の代表によって議会で議案が審議されるという、議会制民主主義の下では、税法は、間接的には国民或は地域
住民の意向を反映したものといえる。
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〔補足〕わが国の消費税法は1985（昭和63）年12月に国

会で可決し翌年の1986（平成元）年４月から施行さ

れてこんにちに至っている。消費税法が施行され

数度の法改正を経て25年となる。また、地方消費

税法が2009（平成21）年に成立してこんにちに至っ

ている。地方消費税法は算定された消費税法上の

消費税額を課税標準として、これに対して25パー

セントの額を税額とするもの65)で、会計処理上、

消費税法の処理と一体となっているものである。

消費税及び地方消費税は継続的事業体にその事務

負担を課して国と地方公共団体に納付される間接

税である。これら消費税の特徴は、これが前段階

税額控除方式による付加価値税であるがゆえに、

税額の適正な転嫁であって、従って、課税から納

税に至る全体の関係構造が重要視されることに対

し、法人税や所得税などの所得課税の特徴は、個

別継続事業体単独（連結納税含む）の課税である。

従って、消費税と所得課税の法人税及び所得税と

は構造が全く異なるものであるが、これらの税を

同一の会計帳簿で処理することが求められている。

従って、現在継続的事業体における申告納税にお

いて、会計実務は会計学、商法、会社法、所得税

法及び法人税法等の理解に加え、消費税法の理解

（前段階税額控除方式の帳簿型或は日本型とされ

る）、すなわち免税事業者か否か、課税取引か否

か、非課税取引か否か、輸入取引か否か、輸出取

引か否か、原則課税か簡易課税か、外税処理か税

込処理か等の、消費税法の理解と処理方法が継続

的事業体の取引を仕訳する際求められる66)、とい

う社会現象がある。こんにちにおいては、消費税

税務会計は、税務会計論の体系の重要な一つと位

置づけられるべきである67)。

なお、2013（平成25）年度の国家歳入一般会計予

算総額926,115億円の内訳をみると、11.5パーセン

トを消費税が、15.0パーセントを所得税が、11.5

パーセントを法人税が占めている68)。

〔考察〕富岡幸雄は、税務会計論ではなくて、税務会計

学を主張した。その研究対象となる「税務会計」

の体系には消費税務会計があるとしている69)。

また、会計学の会計手続きにならって税務会計論の領

域に税務会計監査を織込むことは適当であろう。すなわ

ち、会計学の体系は簿記に始まり会計監査で終了する。

リトルトンはかつて、会計の手続きを取引⇒分類⇒勘定

⇒配分⇒財務表⇒監査の６段階を経るものとした70)。リ

トルトンの示した手続きは現在においても妥当であろう。

また、青柳文司は会計構造を簿記・財務諸表・監査とし

て、会計過程行為の最後に監査を位置付けた71)。かつて

のイギリスの伝統的会計においては、当初から監査論に

重点が置かれていた72)。こんにちにおいても会計学の教

科体系の最後に会計監査論が置かれている。このような

会計学の体系にならって、税務会計論の領域に税務会計

監査を位置付けることには合理性があるであろう。すな

65) 地方税法第七十二条の八十二及び八十三。
66) 消費税法上の課税仕入れ税額控除（同三十条七項）の適用の厳格性については、石岡正行（編集長）「仕入税額控除の法的性格と
実務における留意点」石岡正行編集「TKC」、2013(平成25)年７月号（No.486）、42～46ページ参照。

67) 消費税法上の基準年度における課税売上げ高が1,000万円を超える事業者は、免税事業者となることができないので、消費税税務
会計を行っている社会現象がある。この1,000万円という金額は、現在の経済社会における継続的事業体の経営上、決して大きな
金額であるとは云えないであろう。ならば、わが国における継続的事業体のほとんどに消費税法上の会計処理が求められている、
といっても過言ではないであろう。

68) 財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/index.htm：平成25年６月27日現在）「平成25年度一般会計予算(平成25年５月16日成
立）の概要」。また、2012(平成24)年度の国家歳入一般会計総額903,339億円の内訳をみると、11.5パーセントを消費税が、14.9パ
ーセントを所得税が、11.5パーセントを法人税がそれぞれ占めている（西田安範編著『図解 日本の財政(平成24年度版）』東洋経
済新報社、2012(平成24)年、５ページ）。

69) 富岡幸雄『日経文庫（86）税務会計入門（15版１刷）』日本経済新聞社、1983(昭和58)年、１～２ページ及び富岡幸雄、前掲『税
務会計学原理（初版）』、24ページ。

70) A. C. Littleton、前掲書、pp. 124－125；大塚敏郎訳（A. Cリトルトン著）、前掲書、181ページ。
71) 青柳文司『会計学への道（初版）』同文舘、1976(昭和51)年、９～20ページ。
72) イギリスにおける会計学においては、伝統的に監査論が重視されたようである。黒澤清『日本会計制度発展史（初版）』経済詳報
社、1990(平成2)年、156ページ参照。
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わち、税法に従った公正な会計が行われる為の監査が社

会現象として実践されている。これを税務会計監査とし

て税務会計論の領域に含めることには合理性があるであ

ろう〔考察〕。

〔考察〕税法に従った「公正」な会計における「公正」

とは何を意味するのであろうか。税は課税権者と

納税者との課税関係のことである。従って、課税

する側と課税される側との関係における「公正」

ということになる。ここにおいて、「公正」とは課

税権者においても納税者においても「公正」であ

るという意味を持つ。すなわち社会的に「公正」

な課税を意味するものであって、これは税法に照

らして正しいということを意味しよう。従って、

税法に従った「公正」な会計における公正とは租

税法律主義といわれる憲法84条の規定を意味する

ものといえよう。

従来、継続的事業体が国及び地方公共団体へ税務申告

（報告）を行う際にチェックを行う、或は税務申告（報

告）後税務署より税務調査を受ける又は賦課課税された

内容をチェックすることを意味する監査は、従来、たん

に「監査」或いは「税務監査」73)と表現されてきた。これ

らのことを「税務会計監査」と表記し、税務会計論の体

系の最後に位置づけることは適当であろう。すなわち、

社会現象としての税務会計現象を税務会計論の領域と捉

える為、税務調査、税務監査等を税務会計論の領域に含

まれる、とすることは適当であろう。この場合、公務員

として税務行政に携わる人たちの職務の理解も必要とな

ろう。これは税務調査の現場において、通達税務行政や

税務署長が行う課税要件事実認定の手続きが行われてい

る為、継続的事業体にとっては、これらの理解も必要と

なる為である。

税務会計監査は、税務会計内部監査と税務会計外部監

査とに区分されえる。税務会計内部監査には継続的事業

体が依頼した税理士による監査及び会社法上の会計参与

による監査があろう。税務会計外部監査には、税務当局

による税務調査がある。この税務調査は、税務署員の有

する質問検査権に基づくものである。このような社会現

象を、主体的に納税する事業体の会計の立場で税務会計

監査と位置付けることは適当であろう〔補足〕〔考察〕。

〔補足〕申告納税の場合、会計処理が税法の規定に適合

しているか否かをチェックする必要がある。わが

国の税務会計実務の世界にあって、主として税理

士の業務を支援してきた株式会社 TKCの創業者、

飯塚毅74)は、「フィールド・オーディト」を「巡回

監査」と翻訳した75)。株式会社 TKC は1949（昭和

24）年から「巡回監査」を税理士業務の重要な位

置付けとして実践している。税理士業務は税理士

法第２条から税務会計を業務とすると読み取れる

から、株式会社 TKC の行ってきた税理士業務を

支援する一環としての「巡回監査」は、その内容

からして「税務会計監査」を意味するものととら

えて差し支えないであろう76)。

〔考察〕武田昌輔は、税務監査について、「税務監査は、

一般に税務の立場から行われる監査を意味してい

る。」としている。また、税理士法第33条の２の書

面添付及び会社法上の会計参与にも触れている77)。

先に会計学の考察領域が変化する要因を示した。税務

会計論の考察領域は、基本的には会計学の領域と同じで

あるが、税法の枠内で継続的事業体が主体的に行う税務

会計事象は税法の創設及び改正によって常に変化してい

る。すなわち、既存の税法が毎年のように改正される為、

また継続的事業体にかかわる税の創設もある為、税務会

計論の考察領域は毎年のように変化している。税はその

73) 武田昌輔「税務監査」、安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表『会計学大辞典（第５版第１刷）』中央経済社、2007(平
成19)年、823～824ページ、及び伊豫田隆俊「税務監査」、神戸大学会計学研究室編『第六版会計学辞典』同文舘、2007(平成19)
年、749～750ページ参照。

74) 高杉良『不撓不屈（４刷）』新潮社、2003(平成15)年参照。
75) 飯塚毅博士アーカイブ（http://dr.takeshi-iizuka.jp/：平成25年５月７日現在）参照。
76) TKC 全国会中央研修所編集『TKC 基本講座〈巡回監査編〉（第１版７刷）』TKC 出版、2001(平成13)年、及び（資料）「巡回監

査報告書（含、決算監査事務報告書）（法人用）」、TKC全国会2001(平成13)年参照。
77) 武田昌輔「税務監査」、安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表、前掲辞書、823～824ページ。
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時代時代の、その国の経済財政状況が考慮され、法案と

して準備され、政治判断されるものである為、その国の

時々の状況によって税務会計論の考察領域が変化するこ

とになる。

また、税法が国内法である為、税についてはそれぞれ

の国ごとに考察される。従って、税務会計の考察領域は

国内税法の及ぶ範囲内に限定される〔補足〕。

〔補足〕国によって、歴史、国家体制、慣習、法律、経

済事情等が異なる為、他国の税制及び税務会計の

状況は、他の国の税務会計に直接的なインパクト

を与えない。他国の税制及び税務会計の状況を観

察することは、その国にとっての税制及び税務会

計の為の参考資料となろう。

〔補足〕アメリカの財務会計基準審議会は財務会計の諸

概念を公表しているが、この諸概念はアメリカ合

衆国に限定してのものであることを明確にしてい

る78)。このことは国によって会計の諸概念も異な

ることを示唆するものといえよう。わが国の会計

に関するルールの中で、わが国の税務会計に対す

る考察が行なわれるべきであろう。

〔補足〕税法の枠を逸脱した行為を行う税務会計実務が

ある。故意であろうと誤謬であろうと税法の枠を

逸脱する税務会計実務は、税務会計論の考察領域

から外れる。その理由は法治国家である限り、法

の支配を尊重すべきは当然のことで、違法行為が

認められるものであるか否か、「良心」に照らせば

明らかであろう。すなわち、違法行為が好ましい

ものではないことは明らかであろう。違法行為に

は税法の罰則規定が適用されることになる。

（3）税務会計論の対象

税務会計論は会計学の体系に属する為、その対象もや

はり会計学の対象と同様に、継続的事業体であるとする

ことは合理的であろう。継続的事業体には様々な形態が

存在する。企業のほかに、学校法人、医療法人、NPO法

人組合等も含まれるが、その対象数の多さから、法人企

業及び個人企業が中心に考察されるべきであろう。2011

（平成23）年度現在において、株式会社を中心とする法人

企業は2,578,593存在する79)〔補足〕。

〔補足〕「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律」の制定によって、従来の有限会社は「有

限会社」という名称を付したままで、会社法上、

株式会社として存続することになった80)。

また、同年度のわが国の個人企業は2,179,093存在す

る81)。納税主体としての数の点からしても、個人企業を

税務会計論で考察することは、社会現象としての税務会

計実務を考察領域とする税務会計論の立場からして当然

のこととなる〔考察〕。

〔考察〕個人企業の所得税法上の事業所得を所得課税に

対する考察対象として取り扱わないとする見解が

ある82)。この見解は、事業所得は10に区分された

所得税法上の所得の１つにすぎない、他の９の所

得を含むものが所得税法上の所得の総体であるか

ら事業所得のみでは完結するものではない。ゆえ

に、エンティティー（実体）として一つの纏まり

がないので考察の対象から外すとするものである。

エンティティーのみを税務会計の考察対象とする

ものと伺える。すなわち、所得税法上の規定と経

営実体としてのエンティティーとの思考アプロー

チは、別次元のものであるにもかかわらず、同一

視して論じているように伺える。すでにみたよう

78) 平松一夫・広瀬義州訳『FASB 財務会計の諸概念（増補版）』中央経済社、2002(平成14)年、14ページ参照。
79) 国税庁 長官官房企画課「平成23年度 会社標本調査─調査結果報告─税務統計から見た法人企業の実態」、2013(平成25)年３月、
12ページ。

80)「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成十七年七月二十六日法律八十七号）、第二条、第三条他。
81) 国税庁 長官官房 企画課「平成23年度申告所得税標本調査─調査結果報告─税務統計から見た申告所得税の実態」、2013(平成25)

年２月、５ページ。
82) 斉藤幹朗「第５章 法人税法会計の枠組み」濱田弘作『現代会計学の思潮（第１版第１刷）』多賀出版、1999(平成11)年、123ペー
ジ、及び清水勇『税務会計の基礎理論（第１版）』中央経済社、1987(昭和62)年26ページ。
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に会計学における税務会計論の対象は会計学にお

ける考察対象と同様に継続的事業体であって、税

務会計論においては、継続的事業体の税務会計実

務という社会現象を考察の領域とするから、個人

の継続的事業体も所得税法上の事業所得に該当し、

税務申告している社会現象からして当然税務会計

論の考察対象に含まれるべきである。換言すれば、

税法を主体とするのではなく、継続的事業体の会

計の立場で税法との関係を考察するのが税務会計

論として論ぜられるべきである。

（4）税務会計論の特質

税務会計論への考察は会計学の役割と存在意義、領域

及び対象を基礎として、ヨリ現実的な税務会計実務を考

察する必要がある。すなわち会計実務の中の税務という

限定された枠組みの中に焦点を絞り込まなければならな

い。すなわち税務会計論の考察は、わが国において社会

現象として行われている税法の枠組みの中での税務会計

実務へと焦点を絞り込むことになる。

税法の規定は会計学の基礎である簿記にまで実質的な

影響を与えている〔補足〕。

〔補足〕例えば簿記においては、費用と資産（資本的支

出）との概念的な説明がなされるが、その具体的

な境目は示されないのに対し、法人税法及び所得

税法においてはその具体的な境目は個別取引に対

応して規定されている。また会計学においては減

価償却の考え方と会計学上認められる処理方法を

示すが、仕訳の際に絶対的に必要な取得価額、耐

用年数及び残存価額を個別に示さない。しかし、

税法においては個別取引の具体的な取得価額に関

して規定し、耐用年数及び残存価格等を財務省

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で規定

している83)。このように会計学は、その基本的な

考え方と処理方法を説明するにとどまり、会計実

務の個別処理は税法の規定に従っている社会現象

がある。また、個々の継続的事業体内の簿記（会

計）システムを構築する時点で税法上の特典を意

識している実務がある。すなわち、税法上の青色

申告法人又は青色申告者としての承認を受ける為

の規定は、簿記（会計）システムの構築に実質的

な影響を与えるものである。また個々の取引が法

人税法上の益金となるのか損金となるのか、或は

所得税法上の総収入金額となるのか否か、必要経

費となるのか否か、或は消費税法上のどのような

扱いになるのかといった点は、簿記における個別

取引処理に強い影響を与えている現実がある。ま

た、会計帳簿の保存期間についても、税法の規定

は、税法上の税務行政の一つである税務調査の為

と察せられるが、実質的に継続的事業体の会計帳

簿の保存期間を拘束するものとなっている84)。

税務会計の中でも課税標準を所得金額とする国税とし

ての所得課税には法人税、所得税があり地方税法の規定

による所得課税には法人住民税、個人住民税等がある。

所得課税は継続的事業体の行う会計で算定される利益に

基づいて、課税標準である所得金額を算定し納付する申

告納税である。従って継続的事業体の行う会計実務及び

会計学について理解することが所得課税を正しく理解す

る為の前提となる。その為に特に重要となるのは継続的

事業体が行う会計の利益算定の為の仕組の規範、ルール

やこれに関する法律の理解である。すなわち所得課税の

理解の為には現行の会計の仕組みの内、企業会計での報

告会計すなわち財務会計の仕組みを理解することが前提

となる。

1）実定税法の枠内での税務会計及び税務会計論

会計学は比較的規模の大きな継続的事業体、とくに株

83) わが国の会計学における減価償却の考え方は、主としてアメリカ及びイギリスにおける思考が紹介されて、これらの思考になら
ってきた。わが国会計学においては、耐用年数及び残存価額の具体的年数や数値は示してこなかった。わが国においてはじめて
減価償却の耐用年数及び残存価額が示されたのは、1918(大正７)年の所得税法における法人所得課税上の「固定資産堪久年数表」
においてであった（饌沖典之『法人税における減価償却費の史的考察（初版）』泉文堂、2005(平成17)年、67̃69ページ参照）。
その後こんにちに至るまで、わが国においては税務当局が耐用年数及び残存価額を規定してきており、現在は財務省「減価償却
資産の耐用年数等に関する省令」に定められている。税法上の規定に従う減価償却実務であるという社会現象がある。

84) 所得税法百四十三条、所得税法施行令五十五条～六十三条、法人税法百二十一条及び百二十六条、法人税法施行令五十二条～六
十二条、消費税法五十八条、消費税法施行令七一条他。
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式会社を中心に考察されてきたように見える。それは取

引高、資本金の額、従業員の数といった規模が大である

ことは経済社会的観点から重要なことであると考えられ

る為であろう。しかし、税務会計論においては継続的事

業体の経済的規模の大小や利益の多寡、或いは資本金の

多寡によって、中心的に考察される継続的事業体が絞り

込まれるということにはならない。なぜなら、例えば所

得課税において、たとえ継続的事業体の規模が小さく利

益の額が少なくても、それぞれの継続的事業体に１組の

財務諸表が作成され、算定された当期利益に基づいて所

得金額を算定することになるからである。また消費課税、

資産課税においても経済的な規模や利益の多寡に比較的

関係なく課税されているという社会現象があるからであ

る〔補足〕。

〔補足〕逆に課税権者である国及び地方公共団体の立場

で、すなわち徴収者側の立場では、国家の歳入及

び地方公共団体への税額の割合に多くを占める法

人税・所得税・消費税に焦点が合わせられること

になろう。

〔補足〕法人税法はいわゆる確定決算主義を採用してい

る為企業利益が算定されたあと法人税法上の所得

金額算定の為の調整が行われる。すなわち企業会

計の延長線上のものとして法人税税務会計がある

といえる。しかし法人税税務会計は税務会計論の

一部であって、全部ではない。

税務会計実務は税法の規定と継続的事業体の取引との

関係にあって、税務会計論はこの税務会計実務を考察領

域とするものである。社会現象としての税務会計を示せ

ば図表４－４のようになる。ここで、税法（等）の（等）

には、租税手続法、租税救済法、租税制裁法関係が含ま

れる。

納税主体である継続的事業体にとって、税法は所与の

ものとされる。税法が所与のものとしてなされる税務会

計において検討されるのは、継続的事業体の取引が税法

上の課税要件を満たすのか否かということである。すな

わち、継続的事業体が行う個々の取引に課税要件の認定

という税法上のフィルターをかけ、個々の取引が検討さ

れる。

税は納税者としての継続的事業体と課税権者としての

国及びや地方公共団体との、個別的・直接的な関係にあ

る。極論すれば、税は法案が議会で成立すれば継続的事

業体における会計の論理にかかわりなく継続的事業体に

課税することも可能である。その国の経済、政治の動き

の中で税制は検討され、議会で成立した税法の規定を継

続的事業体は、当然絶対的に尊守すべきものとなる。従

って租税論、議会の動向、税法、税務行政上の立場等の

理解が税務会計論の理解の為には必要となる。

2）申告納税と賦課課税

税務会計の中身は、大きく申告納税と賦課課税とに区

分される。申告納税は納税者としての継続的事業体が税

法の規定に則り主体的に行う税務会計であり、賦課課税

は継続的事業体の行った経済経営活動に関する資料に基

（筆者作成）

図表４－４　社会現象としての税務会計
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づいて賦課される税務会計である。賦課課税の場合、課

税権者である国や地方公共団体より税額が決定され継続

的事業体へ通知される。継続的事業体は決定された納税

額に至る算定プロセスを吟味して、決定された税額の適

否を確かめることになる。

3）税務会計論と関連学問分野

一般的経済取引において、取引の当事者に必要とされ

ることは、当事者相互の理解と納得であろう。当事者の

一方が相手方の理解と納得なしに取引を強行した場合、

相手方の「良心」は傷つけられ葛藤が生じ、争いが生じ

るかもしれない。

税務会計は継続的事業体と課税権者としての国及び地

方公共団体との関係にあって、一般的な取引を上回る強

い優位性を有する税が継続的事業体には課せられる。継

続的事業体の一般的な取引による債務（買掛金・借入

金・未払金等）よりも確定された納税額の方が社会的に

優位性を有する。税は、「国または地方公共団体がその必

要な経費に充てる為に、国民から反対給付なしに強制的

に徴収する金銭給付である」85)と定義される。税は直接的

には継続的事業体の意思とは無関係に課税され、国及び

地方公共団体の存在基盤確立の視点、議会制民主主義に

よる資本主義経済社会成立の視点及び租税法上の視点か

らしても、私的経営活動上の取引より生じる継続的事業

体の一般的な債務よりも優越性を有するものである。継

続的事業体に課税についての理解と納得がない場合にお

いても、課税権者は権力を行使して、税法の規定に則り

課税はなされる。また、確定された納税額の未納には国

及び地方公共団体は権力を行使し、場合によっては継続

的事業体の財産が差し押さえられる。これは、課税にお

ける負担公平の理念に基づくものである。したがって、

継続的事業体の経営者、そして会計担当者には、税法の

成立ちの理解と納得が求められることになる。

税法は経済学の財政学における租税論において考察さ

れて、議会で可決されることによって立法化されること

から、租税論の考え方の理解が必要となる。ここでのポ

イントは、税が国及び地方公共団体の財政基盤であって、

それぞれの存在基盤であることへの理解であろう。また、

税は時の政府の経済財政政策実現に欠かすことのできな

い道具として利用されるから政治動向の理解が必要とな

る。継続的事業体には、このような課税に至る仕組みの

理解と納得が重要なこととなる。このような税法の成り

立ちと税務会計論との関係を示せば図表４－５のように

なるであろう。

法、経済、会計及び法学、経済学、会計学の包含関係

については既に述べたところであるが、税を中心として

みた場合の、法学、経済学、会計学の関係を、税への学

85) 北野弘久「税法学の基礎理論」、北野弘久編『現代税法講義〔五訂版第２刷〕』法律文化社、2010(平成12)年、４ページ。

（筆者作成）

図表４－５　税法の成り立ちと税務会計論との関係
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問的アプローチとして示せば図表４－６のようになるで

あろう。ここで示した学問のそれぞれは、税を中心に見

た場合の学問の関係を示している為並列的に表現してい

る。

4）税務会計論とタックスプランニング

納税主体としての継続的事業体にとって、納税額は時

として比較的多額になる為、資金管理・資金計画上、節

税対策を含むタックスプランニング（税務計画）が継続

的事業体の経営政策に当然織込まれる。しかし、継続的

事業体の経営政策に織り込まれるタックスプランニング

は、学問的には経営学の経営財務論の考察領域であって、

税務会計論の考察領域ではないであろう。継続的事業体

によって算定される納税の額は、或は賦課されて決定さ

れる納税の額は継続的事業体のタックスプランニング及

び経営政策の為の基礎データとなろう〔考察〕。

〔考察〕タックスプランニングを管理会計論の分野で扱

うことが考えられるが、この場合においても、税

務会計で算定される納税額や賦課される納税額は

経営者の財務的意思決定の為の基礎データを提供

することにとどまるであろう。

（筆者作成）

図表４－６　税への学問的アプローチ



54

税務会計論のあるべき体系

〔考察〕富岡幸雄は独自の税務会計学を主張した。その

税務会計学には管理論的研究も含まれるとし、そ

のうちの一つが税務経営管理論であって、タック

スプランニング（税務経営計画）であるとしてい

る86)。税務会計論ではなくて、税務会計学とした

場合、その考察領域にタックスプランニング（税

務経営計画）は含まれえるものと思われるが、こ

の場合、既存の経営財務論の領域と重なることと

なるように思われる。

（5）社会科学としての税務会計論の役割

1）社会現象としての税務会計実務の説明

現象としての税務会計実務の理解は、一般に難解であ

るとされる87)。社会現象としての税務会計実務を考察領

域とし、継続的事業体を対象とする税務会計論において

は、まず税務会計実務を説明することがその役割となる。

国の置かれた環境、国の経済、政治が変化すればその

国の税制もこれらに連動して税の新設や改正というかた

ちで変化する、ことの説明が必要である。

社会現象としての税務会計は、納税者としての継続的

事業体と課税権者の国及び地方公共団体との関係にある。

現実は税務行政執行機関としての税務署及び地方公共団

体の課税部署との関係である、ことの説明が必要である。

2）継続的事業体の会計の立場で、あるべき税制への提言

税法の規定は税務会計実務にとっては所与のものとな

る。毎年のように改正される税法の規定は、強制力をも

つ。法律が議会制民主主義にもとづく議会の決議を経て

制定されることを踏まえれば、税法の規定が会計学上の

ルール（規範・規則等）に優先されることになる。しか

しながら、会計のルールは自由な私的経済活動を基本的

に認めているわが国の自由主義経済体制のもとでの営み

を基盤として認知されるもの、と捉える時、このルール

を扱う会計学の立場を課税権者側は十分に斟酌すべきで

ある。この意味において会計学で認められるルールから

の税制への提言は重要なものとなるであろう。継続的事

業体の会計の立場で、あるべき税制を提言することは、

自由な私的経営活動が認められることを前提として、納

税者として合理的で納得のいく課税の仕組みを国や地方

公共団体へ主張することである。このことは国民主権を

唱えるわが国憲法において、国民としての納税者の提言

を主張することであって、好ましいことであるといえる

と同時に、この主張を立法当局が受け入れることは、税

制をヨリ合理的なものへと導くことへとつながることに

なる。継続的事業体の会計の立場からの提言を受入れて、

課税権者側が法案を議会へ提出し、成立するとしたなら

ば、わが国の経済社会体制において好ましいものとなる

であろう。何よりも継続的事業体が行う会計の立場での

納得が得られることのメリットが大きいであろう。この

ような思考から、継続的事業体の会計の立場からあるべ

き税制への提言を示すことが税務会計論のもう一つの役

割であろう。

（6）社会科学としての税務会計論の存在意義

税務会計論は継続的事業体と税との関係を説明し、継

続的事業体の経営者や税務会計担当者、ひいてはステー

クホルダーに継続的事業体に係る税を理解せしめ、その

関係を納得せしめるところにその社会的存在意義を見出

すことが出来るのである。

継続的事業体の会計の立場で税への考察をおこなう学

問分野は税務会計論しかなく、税務会計論で継続的事業

体がかかわりを持つ税を説明することは、教育的にも大

きな意義を持つ。このような教育的な視点による説明は、

社会現象を考察領域とする社会科学における税務会計論

の存在意義の大きな一つであろう。教育上の視点から、

税務会計実務を説明することは税務会計実務に携わって

いる、或はこれから携わろうとする人々にとって有用な

ものであって、税務会計担当者の能力を向上させること

になる。すなわち経済社会教育的な観点より有意義であ

ろう。ここに税務会計論の存在意義の大きな一つを見出

すことができよう。

86) 富岡幸雄、前掲『日経文庫（86）税務会計入門（15版１刷）』、14～17ページ、及び富岡幸雄、前掲『税務会計学原理（初版）』、
77～78ページ。

87) 例えば、新井益太郎監修成道秀雄編『税務会計論（第３版第２刷）』中央経済社、2005(平成17)年、「はしがき」７ページ参照。
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５．結論：税務会計論のあるべき体系

これまでの考察によって、税務会計論の考察領域が社

会現象としての税務会計実務である、その対象が継続的

事業体である、その役割が税務会計実務を説明すること

にあり、継続的事業体の会計の立場から、あるべき税制

への提言を行うことに、その社会的役割がある、そして

教育的観点より有意義であることを見てきた。そうであ

るとするならば、あるべき税務会計論の体系は継続的事

業体が関係する全ての税に関する内容となろう。そして

継続的事業体が関係する税の分類に従って税務会計論の

体系を構築することが望まれることになる。このような、

あるべき税務会計論の体系の骨格を示せば以下のように

なろう。

税務会計論は社会現象としての税務会計実務を研究領

域とし、継続的事業体を対象とする為、継続的事業体の

「実務の解説」をすることは、教育の視点より有用であっ

て、この解説は税務会計論の体系の最後で行う、或は各

項目の説明の後で示した方が理解に役立つ場合もあるで

あろう。また、継続的事業体の税務会計実務の概略を、

例えば株式会社及び持分会社としての、合名会社、合資

会社、合同会社の形態別に図表などを使用してわかりや

すく説明することは理解の為には有用であろう。

税務会計論のあるべき体系は税法の新設及び改正によ

って毎年のように変化するものである。従って、本稿で

結論付けた税務会計論の体系は、現在におけるものであ

って、今後変化するものといえよう。

６．要約

本稿の主張を要約すれば以下である。

税務会計論の体系

１．収得税税務会計

（1）個人収得税税務会計

1）所得税税務会計

2）個人事業税税務会計

3）個人住民税税務会計

（2）法人収得税税務会計

1）法人税税務会計

2）法人事業税税務会計

3）法人住民税税務会計

２．消費税税務会計

（1）消費税税務会計

（2）地方消費税税務会計

３．財産税税務会計

（1）固定資産税税務会計

（2）都市計画税税務会計

（3）自動車税税務会計

（4）軽自動車税税務会計

4．流通税税務会計

（1）不動産取得税税務会計

（2）自動車取得税税務会計

5．税務会計監査

（1）税務会計監査の原理

（2）税務会計内部監査

1）税理士法第１条

2）会社法上の会計参与

（3）税務当局による税務会計外部監査

＊実務の解説

１．神（学）、政治（学）、法（学）、経済（学）、経営

（学）、会計（学）、税務会計（論）は、包括関係に

あり、「良心」がこれらのすべてを包み込んでいる

と想定する。

２．社会科学の考察は、人々が好ましいと感じる「良

心」を前提になされるべきである。

３．社会科学は自然科学と異なり、法則性を明らかに

することがその役割ではなくて、社会現象を説明

し、納得を得るところに存在意義がある。

４．会計の役割は、継続的事業体の経済経営の動きを、

認識・測定し、継続的事業体内外のステークホル

ダーに一定のルールで報告し、説明することにあ

る。一定のルールとは「一般に公正妥当と認めら

れる会計」であって、説明は計数及び語句によっ

てなされる。また、これによって継続的事業体の活

動をステークホルダーに納得せしめることにある。

５．会計のルールを認め、法律で規定することによっ
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おわりに

本稿では筆者の考える税務会計論の体系を説明する為、

序破急、或いはスパイラル的な、又は急角度ですり鉢の

底に落とし込むような手法を試みた。目的にたどり着く

までのプロセスは、道程の断片的な一面を、ポイントを

外さないように留意して、慎重にピックアップしながら、

主張に向かって一気に駆け抜けた。

社会科学を説明する為に学問に対する世界観を持ち出

した。社会科学を考察する時、一つの世界観を持つこと

の必要性を認識している。もっと云えば一つの宇宙観を

観念することも必要であろう。社会科学の考察領域であ

る社会現象は人々の可視的現象そのものである。人々の

可視的現象は人の心が原動力であるが、人の心の背後に

は目には見えない大いなる力が凛然として存在し、人々

の心に実は大きな影響力を及ぼしているように思えてな

らないのである。世界観、宇宙観を持つことによって、

社会現象及び社会現象を考察対象とする社会科学全体の

広がりを認識し、学問全体の中での個々の学問の位置づ

けを明確にすることができよう。このことによって、

個々の学問の役割を見出すことができるのではなかろう

か。そして、学術論文であるにも関わらず、あえて「良

心」、「理解と納得」ということを記したのは、人が自在

に変化する心というものを有していながら社会活動を行

い、その社会活動を考察する社会科学においては、心を

無視しえず、心は社会現象を織りなす人々の根底に存在

するものであるからである。

社会科学は合理的に、論理的な視点で考察すべきもの

であるが、人々が社会科学の考察領域である社会現象の

行動主体であって、自在に変化する心を伴っての行動で

あるから、必ずしも合理的・論理的な視点でのみ、行動

の本質を追究することはできまい。「心」の認識は社会科

学を考えるうえで、１つの大きなポイントであると思慮

するものである。

税務会計論の体系を、教育上の視点を重視し、税務会

計係が行う全ての税目とする発露は、筆者の「良心」か

らのものである。税務会計論を考察する者は自ら考察し

てきた内容を、税務会計に関心を持つ人たちに、或いは

次の世代を担う若い人たちに教育という形で示していく

て会計の社会的意義が認められる。これによって

経済社会に貢献することとになり、会計学の存在

意義が認められるものとなる。

６．会計学の考察領域は社会現象としての会計実務で

ある。会計実務は継続的事業体の内外の要因で変

化する。従って会計学の考察領域は、継続的事業

体の内外の要因で変化する。

７．会計学の考察対象は継続的事業体である。

８．会計学の体系の応用分野として税務会計論があり、

それは外部情報提供会計（財務会計）の１つであ

る。

９．税務会計論の考察領域は社会現象としての税務会

計実務である。税務会計論の考察領域は、経済の

動き及び政治の判断に基づく税の創設及び改正に

よって変化する。

10．税務会計論の考察対象は、会計学の対象と同様、

継続的事業体である。考察対象の中心は法人事業

体及び個人事業体である。

11．税務会計は社会現象としての継続的事業体と税務

当局との関係である。納税者としての継続的事業

体と課税権者との関係にある税を継続的事業体の

会計の立場でとらえるところに税務会計論の特質

がある。その為、継続的事業体の経営者及び税務

会計担当者は租税論、経済、政治、税法及び税務

行政者への理解が求められる。

12．税務会計論の役割は税法の規定に従う税務会計実

務を説明することと、継続的事業体の会計の立場

から、あるべき税制への提言を立法当局に行うこ

とにある。

13．社会科学としての税務会計論の存在意義は、継続

的事業体と継続的事業体に係る税との関係を説明

し、ステークホルダーに納得せしめることと、税

務会計に係る人々への教育的有用性にある。

14．あるべき税務会計論の体系は、継続的事業体とか

かわりのあるすべての税で構成されるべきもので

あって、体系に税務会計監査を織り込むことは合

理的である。
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ことこそが重要であると思う。社会科学分野の学問の有

用性は、多くこの点、すなわち教育という点にあってこ

そ、その存在意義を見出すことができると思慮する。社

会科学における学問の考察において、普遍性、法則性の

追究よりも教育の視点が重要視されるべきものであると

信じているものであり、このように考えるさらなる根底

は、筆者の「良心」からの発露である。

この稿を綴るにあたり、筆者を学問の世界へといざな

って下さった恩師88)のお言葉が脳裏をよぎる。先生が倒

れられる２か月前、先生は、私に「学問を広く大きくと

らえなさい。」そして「学問は全く自由なのですよ。」と

しみじみ云われた。本稿は先生が専門とされた管理会計

論の分野ではないが、全く自由な発想で考察する必要性

と重要性を思う。固定観念を持たず、全く自由な発想の

スタンスであるならば、ひらめきやインスピレーション

を得ることも多いと思う。

また、かつて大学院の授業で指導を受けた先生89)に尋

ねたことがある。当時筆者はセグメント会計に取組みそ

の詳細の考察に没頭していた時のことである。筆者には

学問は現代においては細分化されているから、限定され

た狭い範囲に絞って研究すればよいのではないかという

思いがあった。筆者は自分の研究成果を提示して「狭い

部分を深く掘り下げていくことで十分ではありません

か。」と先生に尋ねた。そのとき先生は「狭い部分と全体

を併せて勉強することが必要ですよ。」とお答えになっ

た90)。本稿の執筆に当たりこれらの先生方のご指導が筆

者の意識の根底にあるように思う。

本稿は筆者の歩んできた会計実務経験及び会計学研究

を踏まえた上での、33年に亘る税務会計とのかかわりの

中から、現時点における思考を、過去の思考を微調整し

て表明したものである。この思考の根幹は変更ないもの

と自覚している。しかし筆者は一旦意見表明したからそ

の後一切意見の変更をしないというスタンスを取らない。

さらなる研鑽によって思考の広がりを得て、深さも増す

ことによって、現時点の見解を多少修正・訂正すること

があるかもしれない。ご高覧いただいた方からの建設的

なご意見をいただければ幸いである。

筆者は、学問は研究者の自己満足であってはならず、

人々に役立つべきものであるとの確信を持っている。筆

者は、本稿で示した筆者の思考が税務会計にかかわりを

持つ、ヨリ多くの、特にこれからの活躍が期待される若

い人たちに役立つものとなるはずのものであるとの確信

をもって本稿を記した。筆者の見解が功を奏することに

なれば、これに勝る喜びはないと、密かに願うものであ

る。

本稿は、中央学院大学平成25年度大学院商学研究科研

究事業計画への申請が承認されたことを受けての研究成

果である。関係各位に御礼申し上げる。
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